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九

一
〇
年
代
に
お
け
る
北
東
ア
ジ
ア
の
鉱
業
政
策

1
朝
鮮
を
中
心
と
し
て
ー

ユ

ビ

ョ
ン

ブ

庚
炳

富
(
y
o
u
 
b
y
o
u
n
g
 
b
o
o

)

一二三四五

は
じ
め
に

朝
鮮
鉱
業
の
前
史

朝
鮮
鉱
業
法
の
発
布

各
鉱
業
の
開
発
状
況

む
す
び

は
じ
め
に

本
稿
は
日
本
の
植
民
地
支
配
下
に
お
け
る
朝
鮮

の
鉱
業
政
策
を
考
察
し
、
植
民
地

鉱
業
政
策
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的

に
す
る
。
対
象
期
間
は

一
九

一
〇

年
か
ら

一
九

一
九
年
ま
で
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
限
定
は
産
業
政
策

の
根
幹
と
な
る

「朝
鮮
会
社
令
」
(
一
九

一
〇
年
～

一
九
二
〇
年
)
や

「朝
鮮
鉱
業
法
」
な
ど
の
各
種
法

律
や
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
整
備
が
行
わ
れ
た
朝
鮮
統
治

の
初
期
段
階
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

朝
鮮
は
太
古
か
ら
金
属
鉱
物
で
あ
る
金
、
銀
、

銅
、
鉄
、
鉛
な
ど
と
非
金
属
鉱
物

の
硫
黄
、
珠
玉
な
ど
を
採
掘
し
、
装
飾
品
、
貨
幣

の
鋳
造
、
武
器
生
産
の
原
料
、
農

器
具
な
ど
の
生
産
に
使
用
し
た
。
そ
の
中
で
金

・
銀

・
鉄
な
ど
の
鉱
物
の
歴
史
は
最

も
長

い
。

朝
鮮
王
朝
期
に
は
需
要
に
応
じ
て
主
に
金
属
鉱
物
の
採
掘
が
行
わ
れ
た
。
鉱
山
は

国
有
で
あ
る
た
め
開
発
も
官
主
導
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
鉱
物
は
供
給
不
足
に
な

り
、
農
業
に
必
要
な
生
産
道
具
の
原
料
を
賄
う
た
め
盗
掘
が
多
か

っ
た
。
採
鉱

の
労

働
力
は
賦
役
と
し
て
主
に
農
民
を
利
用
し
た
が
乱
掘
と
労
働
抵
抗
に
よ

っ
て
鉱
山
開

発
は
低
迷
を
続
け
た
。

一
九
世
紀
末
に
は
統
治
力
の
低
下
に
よ

っ
て
民
営
鉱
山
が

一
部
鉱
山
の
開
発
に
参

加
す
る
。
し
か
し
長
期
間
に
渡

っ
た
国
家
主
導
の
採
掘
は
採
鉱
や
精
錬
技
術
の
蓄
積

が
無
く
、
経
営
形
態
は
マ
ニ
ユ
フ
ァ
ク
チ
ャ
の
初
期
段
階
で
あ

っ
た
。

当
時
の
帝
国
列
強
は
朝
鮮

の
鉱
山
開
発
に
積
極
的
に
参
加
す
る
。
よ

っ
て
朝
鮮
の

鉱
業
は
自
主
的
な
開
発

へ
の
機
会
を
奪
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
朝
鮮
を
巡
る
諸

権
利
を
勝
ち
取

っ
た
日
本
は
朝
鮮
の
鉱
業
開
発
の
主
役
と
な
る
。
日
本
は
ま
ず
貴
金

属
鉱
山
の
開
発
か
ら
着
手
す
る
が
次
第
に
黒
煙
、
石
炭
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
な
ど
の
あ
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ら
ゆ
る
鉱
物
に
鉱
種
を
広
げ
て
い
っ
た
。

朝
鮮

の
鉱
業
に
関
す
る
研
究
は
朝
鮮
総
督
府

な
ど
の
政
府
機
関
に
よ
る
調
査
報
告

書
が
大
半
で
あ
り
、
独
立
後
の
韓
国
人
に
よ
る
成
果
は
非
常
に
少
な
い
。
そ
の
な
か

で
代
表
的
な
業
績
は
高
承
済
著
の

『
近
世
韓
国
産
業
史
研
究
』
(大
東
文
化
社
、

一
九

五
九
年
)
、
石
炭
産
業
合
理
化
事
業
団

・
社
団
法
人
韓
国
資
源
工
学
会
編
纂

の

『
韓

国
石
炭
産
業
史
』
(
一
九
九
〇
年
)
の
成
果
が
あ
る
。
前
者
は
朝
鮮
王
朝

の
成
立
期
か

ら
崩
壊
ま
で
の
綿
業
、
塩
業
、
鉱
業
を
取
り
上
げ

「李
朝
経
済
社
会
で
産
業
革
命
が

自
立
的
に
発
生
で
き
な
い
歴
史
的
な
要
因
を
追

求
す
る
」

こ
と
を
目
的
と
し
て
分
析

を
試
み
た
労
作
で
あ
る
。
ま
た
後
者
は
日
本

の
植
民
地
期
か
ら
現
在
ま
で
石
炭
鉱
業

の
政
策
、
技
術

(開
発
、
加
工
、
保
安
)、
歴
史

に
関
す
る
業
績
で
あ
る
。

二

朝
鮮
鉱
業
の
前
史

朝
鮮
王
朝
は
統
治
期
間
中
に
は
鉱
山
を
国
有

化
し
、
私
有
化
を
厳
し
く
規
制
し
た
。

そ
し
て
一
五
世
紀
に
は

「鉄
場
官
」
・
「鉄
場
都
会

官
」、

一
六
世
紀
に
は

「採
銀
敬
差

官
」
、

一
七
世
紀
に
は

「監
官
」、

一
八
世
紀
に
は

「別
将
」
を
派
遣
し
て
鉱
山
開
発

を
監
督
し
た
。
し
か
し

一
八
世
紀
末
か
ら

一
九
世
紀
の
前
半
期
に
わ
た

っ
て
漸
次
に

民
間
人
が
政
府
か
ら
許
可
を
得
て
鉱
山
の
経
営

が
可
能
に
な

っ
た
。
主
に
金
銀
鉱
山

の
開
発
で
あ
る
。

一
九
世
紀
末
期
か
ら
帝
国
列
強

の
開
放
の
圧
力
に
よ

っ
て
外
国
の
鉱
業
資
本
が
進

出
し
て
き
た
。
従
来
に
厳
守
し
て
き
た
鉱
業
開
発
の
消
極
化
が
崩
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
朝
鮮
王
朝
は
従
来
に
二

二
二
ヶ
所
で
あ

っ
た
鉱
山
の
所
有
数

を
増
や
し
、
鉱
山
開
発
を
許
可
す
る

「鉱
業
権

特
許
制
度
」
を

一
八
九
六
年
に
実
施

し
た
。
そ
し
て

一
九
〇

一
年
に
は
重
要
な
鉱
山

の
五

一
ヶ
所
を
皇
室
直
営
に
置

い
た
。

そ
の
内
訳
は
金

・
銀
鉱
山
が
大
半
を
占
め
て
い
る
が
、
炭
鉱
も
八

ヶ
所
あ

っ
た
。
帝

国
列
強
は
朝
鮮

の
金
鉱
の
開
発
に
関
心
を
持
ち
始
め
た
。
特
に
日
本
は
産
業
革
命
の

推
進

の
た
め
に
は
資
本
蓄
積
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
手
段

の

一
つ
は
朝
鮮
か
ら
金
を

流
出
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
実
際
に
日
本
が
朝
鮮
か
ら
輸
入
し
た
産
金
額
と
日
本
国

内
で
生
産
し
た
産
金
額
を
比
較
し
て
み
れ
ば
容
易
に
判
断
で
き
る
。

一
八
八
六
年
に

日
本

の
産
金
額
は
四
三
万
三
千
三
〇
八
円
に
対
し
、
朝
鮮
か
ら
輸
入
し
た
産
金
額
は

一
一
一
万
四
八
八
円
で
あ

っ
た
。

一
八
八
七
年
に
は
前
者
が
四
八
万
五
千
九
三
三
円
、

後
者
が

一
三
八
万
八
千
二
六
九
円
で
あ
る
。
ま
た
金
鉱
の
開
発
に

一
八
九

一
年
に
日

本
人
の
馬
木
健
三
が
慶
尚
南
道
昌
原
郡
の
金
銅
山
の
開
発
に

つ
い
て
外
国
人
と
し
て

最
初
に
許
可
を
得
た
。

一
八
九
六
年
に
は
ロ
シ
ア
人
の
ニ
ス
チ

エ
ン
ス
キ
が
威
鏡
南

道
鐘
城
郡
と
慶
源
郡
に
金

・
銀

・
砂
金

の
開
発
、
同
年

に
ア
メ
リ
カ
の
O
r
i
e
n
t
a
l

C
o
n
s
o
l
i
d
a
t
e
d
 
M
i
n
i
n
g
 
C
o
m
p
a
n
y

の
代
表
者
で
あ
る
』
J
a
m
e
s
 
R
.
M
o
r
s
e

が
平
安
北
道
雲

山
郡
の
金
山
開
発
の
許
可
を
得
た
。
そ
の
後
に
外
国
資
本

へ
の
許
可
は
続
き
、

一
八

九
七
年
に
は
ド
イ
ツ
人
に
江
原
道
金
化
郡
、

一
八
九
九
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
人
に
平
安

南
道
殷

山
郡
、

一
九
〇

一
年
に
は
フ
ラ
ン
ス
人
に
平
安
北
道
昌
城
郡
な
ど
に
次

々
と

鉱
山
開
発
の
特
許
を
下
し
た
。

許
可
を
得
た
各
鉱
山
は
皇
室
に
特
許
料
と
毎
年
税
金
を
納
め
た
。
し
か
し
税
収
を

増
加
さ
せ
財
政

の
堅
実
を
計

っ
た
皇
室
の
思
惑
と
は
裏
腹
に
漏
税
に
よ
っ
て
実
際
に

厳
し
い
状
況
で
あ

っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
朝
鮮
王
朝
お
よ
び
帝
国
列
強
は
金
を
中
心
と
す
る
貴
金
属
鉱
山
の

開
発
に
集
中
し
て
お
り
、
非
金
属
の
開
発
に
対
す
る
関
心
は
少
な
か

っ
た
。

特
に
産
業
革
命

の
根
幹
で
あ
る
石
炭
産
業

へ
の
関
心
は
金
鉱
ほ
ど
で
は
な
か

っ
た
。

朝
鮮
に
お
い
て
石
炭
は
い
つ
頃
、
誰
が
使
用
し
た
の
が
明
確
で
は
な

い
。
中
国
の

遼
寧
省
に
あ
る
撫
順
炭
鉱
で
は
高
麗
人
が
陶
器
製
造
に
石
炭
を
使
用
し
た
と
推
測
さ
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れ
る
陶
器
破
片
な
ど
の
遺
物
が
あ
る
。

こ
の
事
実
か
ら
石
炭
を
製
品

の
加
工
に
使
用

し
た
の
は
高
麗
期
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
文
献
上
で
は

『
三
国
史
記
』
、
『高

麗
史
』
に
平
安
南
道
を
始
め
、
黄
海
道
、
慶
尚

北
道
な
ど
に
石
炭
が
存
在
す
る
と
の

記
録
が
あ
る
。

朝
鮮
王
朝

の

一
五
九
〇
年
に
平
壌
監
察
司
で
あ

る
伊
斗
寿
が
記
録
し
た

『
平
壌

誌
』
と

一
七
三
〇
年
頃
の
伊
斗
寿

の
子
孫
で
あ

る
伊
遊
の

『
続
平
壌
誌
』

の
記
録
に

よ
れ
ば
、
黒
土
に
黄
土
を
混
ぜ
、
水
を
加
え
練

り
、
火
を
着
け
れ
ば

一
食
は
作
ら
れ

る
。
さ
ら
に
黒
土
を
炭
塊
に
し
て
保
管
し
、
非
常
時

の
炊
事
用
と
し
て
使
用
す
る
と

い
う
記
録
も
あ
る
。
よ

っ
て
、

一
六
世
紀
後
半

か
ら
平
壌
の
付
近
は
日
常
生
活
に
石

炭
を
利
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三

朝
鮮
鉱
業
法
の
発
布

日
清
戦
争
と
日
露
戦
争
で
戦
勝
し
た
日
本
は
朝
鮮
王
朝

へ
の
圧
力
を
強
め
、

一
九

〇
五
年
に
は

「韓
日
協
商
条
約
」
を
結
ば
せ
、
「
韓
国
統
監
府
」
を
設
置
し
た
。
そ
し

て
翌
年
の

一
九
〇
六
年
に
は

「朝
鮮
鉱
業
法
」
(以
下
鉱
業
法
と
略
す
)
を
公
布
し
た
。

鉱
業
法
の
構
成
は
本
法
三
〇
条
、
附
則
二
条
か
ら
成

っ
て
い
る
。
そ
の
後

一
九

一

五
年
末
に

「朝
鮮
鉱
業
令
」
の
公
布
に
よ

っ
て
廃

止
さ
れ
る
ま
で
、

一
九
〇
七
年
八

月
に

「告
示
第

一
〇
四
号
」、

一
九
〇
八
年
五
月

に

「告
示
第
六
九
号
」、
同
年
七
月

に

「告
示
第

一
〇
八
号
」
の
三
回
に
渡

っ
て
改
正
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
内
容
を
簡
単
に
纏
め
る
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

鉱
業

の
定
義

(第

一
条
)
、
鉱
物

の
国
有

(第

二
条
)
、

申
請
方
法

(第
三
条
)
、

境
界

・
採
掘
禁
止
地
域

(第
四
条
～
第
六
条
)
、
許
可
方
法

(第
八
条
～
第
九
条
)
、

相
続

・
譲
渡

・
抵
当

(第

一
〇
条
)
、
鉱
業
の
停

止

・
取
消

(第

一
一
条
～
第

一
二

条
)、
閉
山
後
の
管
理

(第
一
三

条
)
、
土
地
の
使
用

(第

一
四
条
～
第

一
七
条
)
、
手

数
料

の
納
付

(第

一
人
条
)、
鉱
産
税

・
鉱
区
税
の
納
付

(第

一
九
条
～
第
二
〇
条
)
、

罰
金

・
処
分

(第
二
二
条
～
第
二
四
条
)
な
ど
で
あ
る
。

鉱
業
法
の
実
施
に
よ

っ
て
以
下
の
よ
う
な
二
つ
の
変
化
が
見
ら
れ
た
。

ま
ず
、
朝
鮮
皇
室

の
鉱
山
が
漸
次
に

「韓
国
統
監
府
」
の
所
有
に
移
行
し
た
。

つ

ま
り
皇
室
が
所
有
し
て
い
た
五

一
ヶ
所
の
鉱
山
が
二
六
ヶ
所
に
減

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
朝
鮮
人
と
日
本
人
以
外
の
外
国
人
に
も
鉱
山
経
営
を
許
可
し
、
日
本
に
よ

る
強
制
的
な
占
領
の
イ
メ
ー
ジ
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
意
図
で
あ
る
。
そ
の
た
め

一

九
〇
八
年
に
は
法
律
二

一
号
の

「鉱
業
用
器
具
機
械
の
輸
入
税
及
金

・
銀

・
銅
鉱
石

の
輸
出
税
免
除
に
関
す
る
件
」
の
公
布
に
よ

っ
て
外
国
資
本
の
鉱
山
開
発
が
さ
ら
に

活
発
に
な

っ
た
。

し
か
し
外
国
資
本
の
鉱
山
開
発
は
技
術
お
よ
び
資
金
調
達
に
不
利
な
日
本
人
の
鉱

業
家

の
反
発
を
買
う
こ
と
に
な
る
。
「
:

:

:

同
地
の
鉱
山
業
は
、
非
常
に
有
望
視

せ
ら
れ
、
絶
督
府
に
お
い
て
も
こ
れ
が
開
発
に
就

て
、
九
州

の
鉱
業
家
安
川
、
貝
島
、

松
本
の
諸
氏
を
初
め
、
三
井
、
三
菱
、
そ
の
他
内
地
各
当
業
者
を
奨
励
し
て
抹
掘
せ

し
め
ん
と
焦
慮
せ
る
も
、
内
地
同
地

の
鉱
業
に
就

い
て
は
、
異
な
る
特
別
法
の
設
け

あ
り
て
、
外
国
人
に
も
採
掘
権
を
許
す

こ
と
と
な
り
居
る
よ
り

:

・
:

・
殆
ん
ど
外

国
人
の
経
営
に
移
り
、
更
に
外
国
資
本
家
は
、
同
地
鉱
業

に
着
目
し
鉱
区
の
買
収
、

調
査
に
余
念
な
け
れ
ば
、
勢

ひ
之
れ
と
非
常

の
競
争
を
免
れ
ず
、
諸
外
国
に
於
て
は
、

未
だ
殖
民
地

の
鉱
業
を
解
放
せ
る
も
の
な
く
、
而
も
内
地
の
禁
止
制
度
と
矛
盾
せ
る

も
の
あ
り
、
傍
鉱
業
法
改
正
の
必
要
を
生
じ
居
れ
ば
、
総
督
府
に
お
い
て
も
、
こ
れ

が
改
正
に
就
て
調
査
研
究
中
と
の
こ
と
な
る
が
、
斯
の
如
き
は
宜
敷
く
本
国
法
律
と

同

一
精
神
に
統

一
し
、
内
地
当
業
者

の
保
護
を
図
る
が
当
然
に
し
て

」
の

よ
う
に
日
本
資
本
に
よ
る
朝
鮮
鉱
業

の
開
発
を
謳
え
て
い
た
。
よ

っ
て

一
九

一
五
年
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一
二
月
に
公
布
し
た

「朝
鮮
鉱
業
令
」
は
外
国
人
に
よ
る
鉱
山
開
発
を
禁
止
し
、
日

本
資
本
に
よ
る
独
占
的
な
開
発
を
進
め
る
よ
う
に
な

っ
た
。

ま
た
同
年
同
月
二
九
日
に
は

「鉱
業
法
施
行
細
則
」
が
公
布
さ
れ
た
。
同
法
は

一

九
〇
八
年
二
月
の

「告
示
第

一
九
号
」
と
同
年
七
月
の

「告
示
第

一
〇
九
号
」
の
二
回

の
改
正
が
あ

っ
た
。
三
四
条
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
鉱
業
法
の
施
行
に

関
す
る
詳
し
い
方
法
な
ど
を
明
記
し
て
い
る
。

植
民
地
経
営
で
は
本
国
人
の
植
民
地

へ
の
仮
住
所
設
定

(第
七
条
)
な
ど

の
規
定

も
あ
り
、
そ
れ
に
は
手
数
料

の
納
付
金
額
が
詳

し
く
定
め
ら
れ
て
い
る
。

一
八
九
七
年

一
〇
月

一
日
よ
り
日
本
は
金
本
位
制
を
実
施
し
た
。
よ

っ
て
金
本
位

制
の
移
行

の
た
め
に
は
大
量
の
金
が
必
要
で
あ

っ
た
。
当
時

の
朝
鮮
で
は
帝
国
列
強

に
よ
る
金
鉱
山
の
開
発
ラ

ッ
シ

ュ
が
起
き
た
。

特
に
簡
単
な
生
産
道
具
を
利
用
し
て

の
採
取
が
可
能
な
砂
金
鉱
の
開
発
熱
は
高
か

っ
た
。

「韓
国
統
監
府
」
は
砂
金

の
乱
掘
を
防
ぐ
と

と
も
に
財
政
収
入
の
増
加
を
計
る
た

め

一
九
〇
六
年
に
は

「砂
鉱
採
取
法
」
を
公
布

し
た
。
同
法
は

一
九
〇
七
年
八
月

「告
示
第

一
〇
五
号
」
、

一
九
〇
八
年
五
月

「告

示
第
七
〇
号
」、
同
年
七
月

「告
示
第

一
〇
八
号
」
の
三
回
改
正
し
た
。

同
法
は
基
本
的
に

「鉱
業
法
」
と

「鉱
業
法
施
行
細
則
」
を
基
礎
に
砂
金
採
取
に
関

す
る
手
続
き
方
法
や
手
数
料
お
よ
び
禁
止
事
項
な
ど
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
。

四

各
鉱
業
の
開
発
状
況

(
一
)

鉱
業
権

の
申
請
お
よ
び
許
可

朝
鮮
王
朝
は
各
種
の
鉱
物
を
採
鉱
し
た
。
金

属
鉱
は
金
、
銀
、
銅
、
鉄
、
鉛
な
ど

と
非
金
属
鉱

の
硫
黄
、
珠
玉
な
ど
で
あ
る
。
金

属
鉱
は
貨
幣

の
鋳
造
、
武
器
生
産
の

原
料
、
農
器
具
な
ど

の
生
産
に
使
用
し
た
。
そ
の
中
で
も
金

・
銀

・
銅

・
鉄
が
主
要

鉱
物
で
あ
る
。

鉱
業
の
出
願
は
表
-

一
の
よ
う
に
日
韓
併
合

の
前
年
か
ら
増
え
始
め
、

一
九

一
〇

年
に
は
急
増
し
た
。

一
九

一
〇
年
を
ピ
ー
ク
に
そ
の
出
願
数
は
徐
々
に
減
少
す
る
が

一
九

一
五
年
か
ら
第

一
次
世
界
大
戦
の
影
響
に
よ

っ
て
鉱
物
の
需
要
が
急
増
し
た
。

よ

っ
て

一
九

一
六
年
か
ら
の
出
願
数
は
前
年
に
比
べ
三

・
八
倍
に
、

一
九

一
七
年
に

は

一
九

一
五
年
よ
り
七

・
六
倍
ま
で
伸
び
て
い
る
。

一
九

一
八
年
に
は
鉱
業
振
興

の

た
め
に
金

・
銀

・
鉛

・
鉄

・
砂
金

・
砂
鉄
鉱
に
対
し
て
鉱
山
税
を
免
除
す
る
な
ど

の

奨
励
策
を
講
じ
る
が
同
年

一
一
月
に
戦
争

の
終
了
に
よ

っ
て
鉱
物
の
需
要
も
減
り
、

出
願
数
も
大
幅
に
減
少
し
た
。

民
族
別
の
出
願
件
数
を
表
-

一
か
ら
見
る
と
日
本
人
の
占
有
率
が
高
い
。
鉱
業
法

を
発
布
し
た

一
九
〇
六
年
か
ら
日
本
人
の
出
願
者
数
が
圧
倒
的
に
多
く
、

一
九

一
〇

年
と

一
九

一
五
年
以
外
に

一
貫
し
て
多
数
を
占
め
て
い
る
。

一
九
〇
六
年
か
ら

一
九

一
九
年
ま
で

一
四
年
間
の
平
均
的
な
占
有
率
は
約
六
六
%
で
あ
る
。
朝
鮮
人
と
そ
の

他
の
外
国
人
を
合
わ
せ
た
三
四
%
よ
り
多
数
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
構
成
は
許
可
数
に
も
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
、
日
本
人
が
平
均
六
〇
%

を
占
め
、
朝
鮮
人
が
三
七
%
を
、
そ
の
他

の
外
国
人
が
三
%
を
占
め
た
。

し
か
し
許
可
率
を
見
る
と
逆
の
現
象
が
生
じ
て
い
る
。

つ
ま
り
そ
の
他
の
外
国
人

が
六
四
%
、
朝
鮮
人
が
三
六
%
を
占
め
、
日
本
人
が
三
〇
%
を
占
め
て
い
る
。
し
か

し
総
計
を
見
る
と
日
本
人
の
申
請
数
と
許
可
数
が
圧
倒
的
に
多
数
を
占
め
て
い
る
。

そ
れ
で
は
鉱
業
権
の
申
請

・
許
可
と
鉱
産
価
格
と

の
関
連
を
検
討
し
て
み
る
。

表
-
二
に
民
族
別
の
鉱
産
価
格
を
記
し
た
。

表
に
は
総
鉱
産
価
格
の
中
で
、
そ
の
他

つ
ま
り
外
国
人
の
割
合
が
日
本
人
や
朝
鮮
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(表 一1)鉱 業権 出願 件数 (単位:件)

年度

1906年

1907年

1908年

1909年

1910年

1911年

1912年

1913年

1914年

1915年

1916年

1917年

1918年

1919年

総計

出願

民族別

日本人

212

244

185

263

436

378

397

385

358

381

1,932

4,091

2,526

884

12,672

朝鮮人
32

63

45

215

560

291

207

215

179

403

1,081

2,098

807

138

6,334

その他

15

12

4

14

35

23

29

10

5

30

72

249

計

259

319

234

492

1,031

692

633

610

542

814

3,085

6,189

3,333

1,022

19,255

許可

民族別

日本人

26

135

145

184

124

190

196

207

214

205

422

763

621

328

3,760

朝鮮人
4

28

20

109

161

207

121

135

93

157

308

461

367

134

2,305

その他

19

1

13

9

5

9

10

1

18

74

159

計

30

182

166

306

294

402

326

352

308

380

804

1,224

988

462

6,224

出典:鈴 木哲 朗 「朝鮮 鉱 業の趨 勢 」『朝鮮 鉱業 会誌 第 六巻 』3頁お よひ 『本 邦鉱 業 ノ趨勢 』附 録 、

1頁 、4頁 よ り作 成 した。

注:①1916年4月1日 か らの 日本 人及 び朝 鮮 人以外 の 出願 の禁止 に よっ て1917年 か らは全 無 で あ る。

②そ の他 にはア メ リカ人 、イ ギ リス人 、 ドイ ツ人 、 フ ランス人 、イ タ リア人 な どの合 計 であ る。

③そ の他 の1907年 と1916年 が 出願 よ り許 可 が多 いの は前年 度 の 申請 が繰 り越 され た と考 え られ る。

(表一2)民 族別 鉱 産価 格 (単位:千 円)

年度

1910年

1911年

1912年

1913年

1914年

1915年

1916年

1917年

1918年

1919年

日本人

金額
1,968

1,401

1,683

1,934

1,783

2,820

3,622

7,615

24,672

19,767

比率

32%

23%

25%

24%

21%

27%

26%

45%

80%

78%

朝鮮人

金額
331

296

181

276

313

384

1,042

857

299

78

比率

5%

5%

3%

3%

4%

4%

7%

5%

1%

0.3%

その他

金額

3,768

4,488

4,949

5,987

6,425

7,311

9,413

8,548

5,865

5,568

比率

62%

73%

73%

73%

75%

70%

67%

50%

19%

22%

合計

6,068

6,186

6,814

8,198

8,522

10,516

14,078

17,021

30,837

25,414

出典:朝 鮮 総 督府 殖産 局 『朝鮮 の鉱 業 附表 』大 和商 会印刷 所 、1925年 、ll～12頁 よ り作 成。

人
よ
り
非
常
に
高

い
。
そ
れ
は
朝
鮮
王

朝
の
末
期
に
西
洋
帝
国
列
強
が
朝
鮮
の

優
良
鉱
山
の
獲
得
に
手
早
く
成
功
し
た

結
果
で
あ
る
。
ま
た
日
韓
併
合
前
の
韓

国
統
監
府
に
よ
る
統
治
期
に
も
資
本
力

を
持

っ
て
い
る
西
洋
帝
国
列
強

の
鉱
山

会
社
に
投
資
を
許
可
し
た
こ
と
も

一
因

し
て
い
る
。
し
か
し

一
九

一
五
年

一
二

月
に
発
布
し
た

「朝
鮮
鉱
業
令
」
の
第

六
条
の
規
定
に
よ
っ
て
朝
鮮
人
お
よ
び

日
本
人
以
外
の
外
国
人
の
鉱
業
権
申
請

お
よ
び
許
可
が
禁
止
さ
れ
る
と
翌
年
か

ら
漸
次
に
減
少
し
た
。
そ
れ
に
よ

っ
て

日
本
人
と
朝
鮮
人
の
割
合
が
増
え
て
い

く
が
特
に
日
本
人
が
急
増
し
て
い
る
。

そ
れ
は
第

一
次
世
界
大
戦
で
の
鉱
業

界

の
好
況

に
よ

り
、

一
九

一
八
年
に

「兼

二
浦
製
鉄
所
」
の
創
業
に
よ

っ
て

生
産
し
た
銑
鉄
と
日
本
人
所
有
の
鉄
鉱

山
や
炭
鉱
な
ど
の
増
産
が
お
も
な
原
因

で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
少
数
で
鉱
業
権
を

申
請
し
、
高

い
許
可
率
を
出
し
、
高
鉱

産
価
格
を
出
し
た
外
国
人
の
経
営
が
最
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(単位:ヶ 所)(表一3)鉱 種別鉱区数累年比較表

1914年1913年1912年1911年1910年

比率稼動計比率稼動計比率稼動計比率稼動計比率稼動計
鉱種別

36%

18%

21%

22%

1%

23%

10%

177

43

22

17

1

16

2

496

245

103

76

107

69

20

30%

27%

23%

20%

16%

24%

8%

130

75

27

14

13

18

2

435

275

117

70

80

75

26

26%

16%

21%

12%

18%

25%

8%

84

45

28

6

11

13

2

320

273

131

49

61

53

25

33%

20%

31%

8%

27%

30%

12%

74

56

42

3

13

11

3

227

280

135

36

49

37

25

17%

44%

30%

0%

25%

15%

13%

42

79

43

14

6

4

242

178

141

44

57

40

31

金銀鉱

砂金・砂鉄 ・砂錫

黒鉛

金銀銅鉛亜鉛鉱

鉄鉱

石炭

銅鉱

合計
1919年1918年1917年1916年1915年

比率稼動計比率稼動計比率稼動計比率稼動計比率稼動計
鉱種別

5,926

2,804

2,312

1,769

1,615

789

400

489

14%

3%

8%

10%

16%

15%

1%

10%

121

7

33

47

60

25

1

12

841

272

423

468

385

167

72

120

18%

10%

19%

16%

13%

24%

13%

21%

179

34

98

78

51

27

11

36

985

337

527

488

392

114

83

172

21%

19%

27%

21%

10%

17%

16%

21%

206

68

130

53

22

14

10

29

999

364

475

256

222

83

64

138

32%

31%

29%

15%

7%

20%

20%

19%

249

103

48

29

11

15

7

11

778

333

163

193

149

74

35

59

31%

18%

25%

17%

12%

22%

5%

189

45

24

15

13

17

1

603

247

97

89

113

77

19

金銀鉱

砂金・砂鉄 ・砂錫

黒鉛

金銀銅鉛亜鉛鉱

鉄鉱

石炭

銅鉱

タングステン・水鉛

出典:1910年 ～1915年 ま では 、『朝鮮鉱 業 会誌』第六 巻 、鈴 木 哲朗 「朝鮮 鉱業 の趨 勢」5～6頁 よ り作成 し

た。 そ の後 は 『本 邦鉱 業 ノ趨勢 』の各年度 版 よ り作成 した。 また、稼 動 は朝鮮 総督 府殖 産局 『朝鮮 の鉱

業』附表 、1925年 、5～7頁 よ り作成 。

注:合 計400ヶ 所 以 上 を取 り上 げた。

も
効
果
的
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
多
数
で
申
請
し
、
朝
鮮
人
よ
り
許
可
率
が
低
か
っ
た
日
本
人
は
、
同
期
の
前

半
期
で
外
国
人
よ
り
低
迷
す
る
が
、
後
半
に
は
逆
転
し
た
。

申
請
数
は
日
本
人
よ
り
少
な

い
が
、
許
可
率
が
高
か
っ
た
朝
鮮
人
は
鉱
山
価
格
で

全
体
の

一
〇
%
未
満
し
か
維
持
し
て
お
ら
ず
、
最
も
非
効
率
的
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
本
稿
の
脚
注

一
一
に
記
し
た

『
鉱
業
法
施
行
細
則
』

の
第

一
四
条
に
は
鉱
業
権

申
請
に
必
要
な
手
数
料
が
百
円
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

一
九

一
〇
年
の
朝
鮮
人
炭
鉱

労
働
者
の
平
均
賃
金
が
五
五
銭
で
あ

っ
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
そ
の
負
担
は
重
く
、

申
請
に
多
く
の
金
を
払
い
、
許
可
数
が
少
な
く
、
稼
動
鉱
山
が
少
な
い
朝
鮮
人
の
損

失
は
非
常
に
高
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
他
の
外
国
人
の
鉱
業
権
は

一
九
一
三

年

一
月
の
統
計

で
、
合
計
五
四
件
で
あ

る
。
そ
の
内
訳
を
国
別
お
よ
び
各
道
に
区
別
す
れ
ば
ア
メ
リ
カ
は
忠
清
南
北
に
二

つ
、

江
原
道
に
二
つ
、
平
安
南
道
に

一
つ
、
平
安
北
道
に

=

個
、
威
鏡
南
道
に

一
一
個

の
合
計
二
九
個
で
最
も
多
い
。
イ
ギ
リ

ス
が
黄
海
道
に
二
つ
、
平
安
北
道
に
五

つ
の

合
計
七

つ
を
持

っ
て
い
た
。
ド
イ
ツ
は
慶
尚
北
道
に

一
つ
、
平
安
北
道
に
四

つ
で
合

計
五

つ
、
フ
ラ
ン
ス
は
慶
尚
北
道
に

一
つ
、
平
安
北
道
に
三
で
合
計
四
つ
を
も
ち
、

イ
タ
リ
ア
は
平
安
北
道
に
二
つ
、

ロ
シ
ア
は
忠
清
南
道
に

一
つ
で
あ

っ
た
。
共
同
経

営
は
日

・
ア
メ
リ
カ
人
共
同
で
忠
清
北
道
に
二

つ
、
平
安
北
道
と
成
慶
北
道
に
各

一

つ
で
あ

っ
た
。
ま
た
朝
鮮

・
ア
メ
リ
カ
人
共
同
は
平
安
北
道
に

一
つ
あ

っ
た
。

上
記
の
表
ー
三
に
は
各
年
度
に
お
け
る
鉱
種
別
の
稼
働
率
を
取
り
上
げ
た
。
表
の

よ
う
に
許
可
さ
れ
た
鉱
業
権

の
大
半
は
金
鉱
で
あ
る
。
全
体

の
平
均
稼
働
率
は
二

一

%
で
あ
る
が
金
鉱
は
二
四
%
で
他
鉱
業
よ
り
高

い
。

砂
金
の
平
均
稼
働
率
は
二
〇
%

で
金
の
次
で
あ
る
。
砂
金
は
生
産
道
具
が
鋤
類
や

挺
子
、
笊
、
木
製
揺
鉢
、
樋
な
ど
の
簡
単
な
道
具
を
利
用
し
て
採
取
が
可
能
で
あ
る
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た
め
に
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
鉱
業
権
許
可
の
手
数
料
も
鉱
山
よ
り
安
い
。
「砂
鉱

採
取
法
」
の
第
五
条
に
は
五
〇
円
と
定
め
ら
れ

て
い
る
。

ま
た
表
-
三
に
は
鉱
業
権

の
総
計
よ
り
稼
働
数
が
非
常
に
少
な

い
の
が
特
徴
で
あ

る
。
当
時
、
鉱
山
開
発
の
ブ
ー
ム
に
乗

っ
て
投
資
を
目
的
に
し
た
も
の
も
い
る
と
思

う
が
、
資
金
や
技
術
も
な
い
者
が
多
数
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
朝
鮮
人
は
鉱
業
開

発
に
参
加
し
て
鉱
業
権
の
獲
得
お
よ
び
採
鉱
を
試
み
る
が
資
金
難
に
逢
着
し
、
ほ
と

ん
ど
が
欧
米
資
本
に
渡
す
結
果
に
な

っ
た
。

同
期
に
お
け
る
鉱
山
開
発
ブ
ー
ム
は
金
鉱
中
心
で
あ
り
、
鉱
業
権
の
獲
得
に
関
心

が
高
ま

っ
た
。
よ
っ
て
表
-

四
の
ご
と
く
金

の
生
産
が
最
も
多
か

っ
た
。
後
半
か
ら

金
以
外
の
鉱
物
の
生
産
も
増
加
す
る
が
乱
掘
に
よ
る
鉱
山
の
弊
害
が
多
く
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
鉱
業
政
策

に
つ
い
て
総
督
府

の
鉱
務
課
を
批
判
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

そ
の
内
容
は
鉱
業
の
経
験
が
少
な

い
者
が
多
く
、
技
術
も
な

い
の
で
計
画
的
な
採
掘

が
不
可
能
で
あ
る
た
め
総
督
府
の
鉱
務
課
の
技
術
指
導
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た

も
の
で
あ
る
。

実
際
に
当
時
は
鉱
産
開
発
に
関
す
る
知
識
が
薄
く
、
古
典
な
ど
の
情
報
に
よ
っ
て

鉱
業
権
を
獲
得
し
た
者
も

い
た
。
そ
の

一
つ
の
例
を
挙
げ

て
み
よ
う
。

表
-
四
で
は
省
略
し
た
が
、

一
九

一
七
年
と

一
九

一
八
年
に
合
わ
せ
て
二
ヶ
所

の

石
油
の
鉱
業
権
が
あ
る
。
石
油
に
関
す
る
記
録
は
中
国

の
明
代
に
本
草
学
者
で
あ
る

李
時
珍

(
一
五

一
八
～

一
五
九
三
年
)
が
著
書
の

『本
草
綱
目
』
で

「
石
油
高
麗
有
之
、

自
石
巖
流
出
、
與
泉
水
相
雑
注

々
而
出
」
と
記
述
し
て
い
る
。
ま
た

一
九
世
紀
の
初

頭
に
朝
鮮
の
史
学
者
で
あ
る
韓
致
蒲

の
『
海
東
繹
史
』
の
第
二
六
巻

「物
産
志
」
に
は

「猛
火
油
出
高
麗
之
東
数
千
里
、
日
洪
石
熱
所
出
液
也
、
惟
莫
琉
璃
器
貯
之
、
火
溝

滴
烈
■
極
発
、
余
力
入
水
、
魚
鼈
皆
死
、
辺
人
禦
賦
、
此
石
脳
油
也
」
の
記
録
が
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
記
録
な
ど
の
情
報
に
よ

っ
て
鉱
山
開
発
を
計
画
し
た
者
も
少
な
く

(単位:千 円)(表一4)鉱 種別鉱産価格表

合計

54,055

11,733

6,596

6,471

25,539

9,268

497

7,464

4,906

3,427

1,217

763

159

745

380

269

1919年

3,612

1,672

462

3,094

10,168

2,124

1,906

1,468

258

54

194

37

243

36

10

1918年

5,373

1,641

526

924

15,371

1,315

3

2,952

1,051

599

457

193

80

113

60

85

1917年

6,354

2,976

392

401

1,149

77

2,603

890

1,001

427

326

42

296

10

45

1916年

7,379

2,816

890

385

819

380

639

394

279

32

93

5

33

1915年

6,767

970

699

357

997

9

192

215

15

269

22

1914年

6,057

517

575

293

810

1

94

152

18

1913年

5,692

372

970

233

570

2

1

70

252

3

28

1912年

4,644

293

670

201

557

5

1

190

234

15

1911年

4,433

230

591

162

539

50

169

7

1910年

3,744

246

821

421

388

21

262

153

6

鉱種別

金

汰鉱

砂金

鉄鉱

銑鉄

石炭

銅鉱

粗銅

金銀鉱

黒鉛

タングステン鉱

金銀銅鉛亜鉛鉱

鉛鉱

粗鉛

亜鉛鉱

銀

出典:朝 鮮 総督 府殖 産局 『朝鮮 の鉱 業 附表 』大 和商 会印 刷所 、1925年 、10頁よ り作成。

注:合 計鉱 産価 格10万 円以上 の鉱物 を取 り上げ た。
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な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(二
)

各
鉱
業

の
開
発
状
況

朝
鮮
の
地
質
は
お
も
に
片
麻
岩
お
よ
び
花
南
岩
か
ら
成

っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に

金
、
タ

ン
グ

ス
テ
ン
、
水
鉛
、
螢
石
、
雲
母
な

ど
の
鉱
物
が
豊
富
で
あ
る
。
そ
の
ほ

か
に
鉄
、
石
炭
、
黒
鉛
な
ど
も
あ
る
。
そ
の
中

で
黒
鉛
は
世
界

の

一
位
、
水
鉛
は
世

界
で
五
位
、
タ
ン
グ

ス
テ
ン

・
雲
母
は
各
々
世

界
で

一
〇
位

の
鉱
産
額
を
記
録
し
て

い
た
。

前
述
し
た
よ
う
に
金
鉱
山
の
鉱
業
権
が
多
数

を
占
め
て
い
る
。
よ

っ
て
上
記
の
表

の
よ
う
に
鉱
産
価
格
も
金
が
首
位
を
占
め
て
い
る
。
金
関
連
鉱
山

(金

・
汰
鉱

・
砂

金

・
金
銀
鉱
)
の
鉱
産
価
格
が
合
計
の
五
五
%
も
占
め
て
い
る
。

朝
鮮
の
代
表
的
な
鉱
物
で
あ
る
金
、
鉄
、
石
炭
、
黒
鉛
の
生
産
は
通
年
採
掘
が
行

わ
れ
て
い
る
。
特
に
金
鉱
の
開
発
は
増
加
を
続

け
て
い
た
が
、

一
九

一
七
年
か
ら
金

の
需
要
の
減
少
に
よ

つ
て
減
産
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
生
産
原

料
の
需
要
は
年
々
の
増
加
に
よ

っ
て
鉄
鉱
、
石
炭
、
銅
な
ど
の
鉱
山
の
生
産
が
大
幅

に
増
え
た
。
特
に

一
九

一
六
年
は
タ
ン
グ
ス
テ

ン
鉱

・
水
鉛
鉱
、

一
九

一
七
年
は
黒

鉛
鉱
、
ま
た
、

一
九

一
八
年
は
鉄
鉱
が
急
増
し
た
の
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
年

の
黄
海
道
に

「兼
二
浦
製
鉄
所
」
を
建
設
し
、

そ
れ
に
よ
り
銑
鉄
や
鉄
鉱
の
生
産
が

増
加
し
た

の
が
原
因
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
金
属
鉱
業
の
代
表
的
な
鉱
業
を
窺

っ
て
見
よ
う
。

ま
ず
、
西
洋
帝
国
列
強
は
朝
鮮
王
朝
に
圧
力
を
掛
け
、
門
号
を
開
け
る
と
同
時
に

西
洋
帝
国
列
強

の
資
本
は
朝
鮮
で
も
豊
富
な
金
鉱
を
独
占
し
た
。
そ
の
金
鉱
山
で
最

大
規
模
で
あ
る
の
は
平
安
北
道
の

「雲
山
金
鉱
」
で
あ
る
。
同
鉱
は

一
九

一
五
年
に

八
ヶ
所
の
坑

口
と
三

つ
の
製
錬
所
を
有
し
た
。
鉱
夫
は
約
二
千
名

で
年
産
三
〇
〇
万

余
円
の
金
を
生
産
し
た
。
次
に
イ
ギ
リ
ス
資
本

の
K
O
R
E
A
N
 
S
Y
N
D
I
C
A
T
E

が
黄
海

道

「遂
安
鉱
山
」
の
開
発
を
行

い
、
鉱
夫
は
約

一
千
名
で
年
産
約
一
三

〇
万
円
で

あ

っ
た
。
そ
の
他
に
も
フ
ラ
ン
ス
資
本
の
鉱
山
な
ど
が
大
規
模
の
経
営
を
行
な

っ
て

い
た
。
よ

っ
て
前
記
の
表
-
二
の
如
き
、

一
九

一
六
年
ま
で
日
本
や
朝
鮮
人
の
生
産

量
を
遥
か
に
上
回

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
外
国
資
本
に
よ
る
鉱
業

へ
の
進
出
は
朝
鮮
に

新
た
な
流
行
語
を
残
す
程
で
あ

っ
た
。

一
方
、
朝
鮮
に
お
い
て
最
初
に
金
鉱
開
発
を
行
な

っ
て
い
た
日
本
人
の
経
営
は
芳

し
く
な
か

っ
た
。
西
洋
帝
国
列
強
は
大
規
模
な
民
間
鉱
山
資
本
を
積
極
的

に
参
加
さ

せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
厳
し
い
状
況
に
瀕
し
て
い
た
。
そ
れ
を
打
開
す
る
た
め
日
本
の

有
力
鉱
業
家
も
金
鉱
山
の
開
発
に
参
加
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

古
河
合
名
会
社
は

一
九

一
二
年
に
平
安
南
道
亀
城
郡
に

一
千
二
二
六
万
余
坪
の
採

掘
許
可
を
得
て
、
製
錬
所
な
ど
を
建
設
し
て
経
営
を
開
始
し
た
。
安
川
敬

一
郎
も
平

安
北
道
昌
城
郡
に
お
い
て
金
鉱

の
経
営
を
始
め
た
。
朝
鮮
総
督
府
も
平
安
北
道
の
尚

州
、
義
州
郡
と
成
慶
南
道
新
興
郡
に
大
規
模
な
鉱
業
権
を
獲
得
し
て
採
掘
を
開
始
し

た
。鉄

鉱
山
は
黄
海
道
が
同
期
に
お
い
て
主
要
な
産
地
で
あ
る
。
そ
の
中
で

「殷
栗
」
・

「載
寧
」
鉱
山
は
朝
鮮
王
朝

の
所
有

で
あ

っ
た
が

一
九

一
〇
年
か
ら
八
幡
製
鉄
所
が

経
営
し
た
。
一
九
一
三

年
の
生
産
額
は
九
万
余
ト

ン
で
総
生
産
量

の
六
三
%
を
占
め
、

全
量
を
八
幡
製
鉄
所
に
納
入
し
た
。
そ
の
他
に

「安
岳
鉄
山
」
も
年
産
五
万
ト
ン
を

出
し
た
鉱
山
で
あ
る
。
特
に
三
菱
合
資
会
社
の

「兼

二
浦
鉄
鉱
山
」
は
同
所
に
建
設

し
た
製
鉄
所
に
鉄
鉱
を
供
給
し
た
た
め
立
地
条
件
を
生
か
し
た
生
産
体
制
が
確
立
さ

れ
た
。

以
上

の
よ
う
に
初
期
に
は
金
鉱
山
に
お
い
て
は
西
洋
帝
国
列
強
の
経
営
が
主
導
権

を
握
り
、
朝
鮮
鉱
業

の
開
発
を
リ
ー
ド
し
て
い
た
。
後
半
か
ら
は
日
本
の
大
手
鉱
山
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(単位:名)(表 一5)国 別 石 炭鉱業 許可 状況

比率計1919年1918年1917年1916年1915年1914年1913年1912年1911年

88.5%20057351361815242012日本人

11.1%2542115615朝鮮人

0.4%11その他

100%22661371472315302217計

出典:商 工省鉱山局編纂 『本邦鉱業ノ趨勢』の各年度より作成。

も
積
極
的
な
参
加
に
よ

っ
て
鉱
産
価
格
も
増
加
し
、

優
先
的
に
鉱
業
政
策
の
後
援
を
受
け
た
日
本
人
は

表
-

二
の
よ
う
に

一
九

一
八
年
か
ら
外
国
人
の
鉱

産
価
格
を
超
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。

(三
)

石
炭
産
業

前
述
し
た
よ
う
に
朝
鮮
王
朝
に
よ
る
石
炭
産
業

へ
の
関
心
は
非
常
に
低
か

っ
た
。
工
業
化
を
遂
行

す
る
た
め
の
石
炭
と
い
う
認
識
も
低
か

っ
た
と
思

わ
れ
る
。
植
民
地
化
さ
れ
た
以
後
も
金
属
鉱
山
に

対
す
る
開
発
ブ
ー
ム
は
高
か

っ
た
が
石
炭
産
業
は

依
然
と
し
て
活
発
で
は
な
か
っ
た
。
炭
鉱
開
発

へ

の
申
請
は

一
九

一
〇
年
に
は
わ
ず
か
二
七
件
に
す

ぎ
な
か

っ
た
。
そ
の
後
も
二
〇
か
ら
四
〇
件

の
間

に
申
請
数
が
増
減
し
て
い
た
が
、

一
九

一
七
年
か

ら

の
鉱
山
開
発

の
ブ
ー
ム
が
起

こ
り
申
請
数
も

一

気
に
五
九
〇
件
ま
で
増
え
た
。

許
可
件
数
を
上
記
の
表
-
五
か
ら
見
て
も
、
申

請
数
と
は
二
倍
く
ら
い
の
差
が

一
九

一
六
年
ま
で

続
く
が

一
九

一
八
年
か
ら
は
第

一
次
世
界
大
戦
の

影
響
に
よ

っ
て
前
年
よ
り
増
加
し
た
。
し
か
し
表

-
四
の
鉱
産
価
格
で
石
炭
は
金
、
鉄

・
銑
鉄
に
続

く
第
三
の
地
位
で
あ
る
。
ま
た
民
族
別
の
構
成
は

お
よ
そ
九
〇
%
を
日
本
人
が
占
め
て
い
た
。
同
期

に
お
け
る
日
本
の
代
表
的
な
資
本
は

一
九
一
三

年
に
三
菱

(大
寳
炭
鉱
)
、

一
九

一

八
年
に
明
治
鉱
業

(大
成
炭
鉱
)
、

一
九

一
九
年
に
は
東
洋
拓
殖
株
式
会
社

(江
東
炭

鉱
)
な
ど
で
あ
る
。

朝
鮮
地
質
系
統

の
來
炭
層
は
平
安
系

(寺
洞
統
、
高
坊
山
統
)
、
大
同
系

(大
同
統
、

落
東
統
、
新
羅
統
)
、
第
三
系
が
あ
る
。
そ
の
中
で
平
安
系
と
大
同
系
は
無
煙
炭

に

属
し
、
第
三
系
の
石
炭
は
褐
炭
で
あ
る
。
希
で
あ
る
が
平
安
北
道

の
江
界
邑
に
は
満

州

の
本
渓
湖
炭
と
同
質
で
あ
る
中
生
代
の
有
煙
炭
も
あ
る
。

し
か
し
無
煙
炭
は
落
東
統
お
よ
び
新
羅
統

の
採
掘
は
な
く
、
高
坊
山
統
と
大
同
統

の
炭
層
を
採
掘
し
た
所
は

一
ヶ
所
に
過
ぎ
ず
、
ほ
と
ん
ど
が
寺
洞
統
の
炭
層
を
採
掘

し
た
。
よ

っ
て
朝
鮮

の
石
炭
は
寺
洞
統
お
よ
び
第
三
紀
層

の
褐
炭
が
主
流
で
あ

っ
た
。

九
州
や
北
海
道

の
瀝
青
炭
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

朝
鮮
の
無
煙
炭
は
大
半
が
古
生
代
で
あ
り
、
生
成
後
の
長
い
年
月
に
渡

っ
て
地
層

の
伸
縮
に
よ
っ
て
狭
い
炭
層
と
ポ
ケ

ッ
ト
状
態

の
炭
層
が
あ
る
な
ど
不
規
則
で
あ
る

の
が
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
地
層
の
伸
縮
に
よ

っ
て
上
下
の
変
化
も
多
様
で
あ
る
。
そ

れ
が
原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
粉
炭
が
大
部
分
を
占
め
て
お
り
、
よ
っ
て
炭
層
の

傾
斜
、
走
向
、
厚
が
非
常
に
不
規
則
で
あ
る
。

熱

エ
ネ

ル
ギ
ー
と
し
て
の
石
炭
の
使
用
は
高
麗
期
か
ら
陶
器
製
造
に
使
用
が
確
認

さ
れ
る
。
鉱
物

の
製
錬

へ
の
使
用
記
録
は
不
明
で
あ
る
が
、
炭
田
の
近
所
の
住
民
が

暖
房

(オ
ン
ド
ル
)
や
家
事
用
と
し
て
使
用
し
た
。

朝
鮮
の
石
炭
は
全
体
的
に
灰
分
、
水
分
が
多
く

(二
〇
%
)
発
熱
量
は
石
炭
の
等

級
に
よ

っ
て
様

々
で
あ
る
が
会
寧
、
慶
源
、
慶
興
な
ど
の
炭

田
は
七
千
カ

ロ
リ
ー

で

撫
順
炭
に
匹
敵
す
る
。
普
通
の

一
種
炭
は
五
千
五
〇
〇
～
六
千
カ

ロ
リ
ー
、
二
種
炭

が
四
千
五
〇
〇
～
五
千
カ
ロ
リ
ー
で
あ
る
。

風
化
が
早
く
、
硬
度
が
低
い
た
め
貯
炭
お
よ
び
輸
送
に
不
便
な
の
が
欠
点
で
あ
る
。
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(単位:ト ン)(表 一6)石 炭 の生 産 およ び移 ・輸 出量

仕向国

その他中国日本
割合(B/A)移 ・輸 出量(B)総生 産 量(A)年度

1

3

1

8

61

3,148

2,590

1,892

1,957

304

973

1,678

1,960

3,584

4,280

69,615

84,294

84,248

90,667

120,101

164,062

120,962

120,963

116,723

83,505

93%

72%

67%

72%

66%

72%

64%

63%

64%

40%

72,764

86,884

86,143

92,625

120,405

164,035

122,640

122,923

120,315

87,846

78,453

121,304

127,870

127,989

183,262

229,121

190,760

195,140

188,623

219,554

1910年

1911年

1912年

1913年

1914年

1915年

1916年

1917年

1918年

1919年

出典:前 掲 鈴木 「朝 鮮鉱 業 の趨勢 」『朝 鮮鉱 業 会誌 第 六巻』25～27頁 よ り作 成。

し
か
し
煤
煙
が
少
な
い
の
で
比

較
的
に
家
庭
用
炭
と
し
て
使
用

で
き
る
た
め
練
炭
に
加
工
し
て

の
使
用
が
大
半
で
あ
る
。
朝
鮮

に
お
け
る
練
炭

の
使
用
は

一
九

一
一

年
に
総
督
府
の
平
壌
鉱
業

所
で

「
コ
ヒ
ナ
ル
式
練
炭
機
」

を
設
置
し
て
生
産
し
、

一
般
家

庭
に
供
給
し
た
の
が
そ
の
嚆
矢

と
さ
れ
て
い
る
。
主
に
暖
炉
用

と
し
て
造
ら
れ
た
。
オ

ン
ド
ル

や
炊
事
用
と
し
て
無
煙
炭
石
灰

粘
土
を
配
合
し
、
二
つ
な

い
し

三

つ
の
穴
を
あ
け

た
も

の
で

あ

っ
た
。
そ
の
生
産
量
は

一
九

一
五
年
に

一
万
ト
ン
、

一
九

一

八
年
に
二
万
ト
ン
を
生
産
し
た
。

民
営
会
社
で
は

一
九

一
八
年

朝
鮮
無
煙
炭
株
式
会
社
が

「
マ

セ
ツ
ク
式
練
炭
機
」
を
導
入
し

て

「卵
型
練
炭
」
を
生
産
し
た
。

上
記
の
表
ー
六
に
は
石
炭

の

生
産
量
と
移
出
量
を
記
し
た
。

表

の
ご
と
く
総
生
産
量
の
六
〇

%
以
上
が
移

・
輸
出
さ
れ
、
そ
の
大
半
が
、
日
本

へ
の
移
出
で
あ

っ
た
。
因
み
に
、

一
九

一
一
年
に
は
全
量
を
徳
山
海
軍
練
炭
製
造
所
に
納
入
し
た
。
そ
の
後
使
用
範
囲

は
広
く
な
り
、
電
気

・
化
学

・
工
業
用
と
し
て
使
用
し
た
。

一
九

一
〇
年
に
は
生
産
量
の
九
三
%
を
持
ち
出
し
て
い
た
。
し
か
し
翌
年
か
ら
石

炭
の
使
用
方
法
の
改
善
に
よ

っ
て
そ
の
割
合
が
減
少
し
て
い
る
。

日
本

へ
の
割
合
は
減
少
し
て
い
た
も
の
の
移
出
量
は

一
九

一
七
年
ま
で
増
え
て
い

た
。
し
か
し
増
加
し
続
け
て
い
た
移

・
輸
出
量
は

一
九

一
八
年
か
ら
減
少
し
た
。
そ

れ
は

一
九

一
八
年
に

「兼

二
浦
製
鉄
所
」
の
創
立
に
よ

っ
て
石
炭

の
需
要
が
急
増
し

た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
朝
鮮
の
経
済
規
模

の
拡
大
に
よ
っ
て
石
炭
の
需
要
も
増
加
し
た
。
朝

鮮
総
督
府
は
同
年
四
月
か
ら
石
炭
輸
入
と
製
鉄
業
に
必
要
な
設
備
お
よ
び
事
業
用
品

の
輸
入
税
を
免
除
す
る
な
ど
の
措
置
を
採

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
資
源
略
奪

の
た
め
の
植
民
地
経
営
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
し
か

し
同
期
に
お
け
る
朝
鮮
は
少
し
異
な

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
次
の
ご
と
く
石
炭
の
移

・
輸
入
量
が
移

・
輸
出
量
を
遙
か
に
超
え
た
こ
と

で
あ
る
。
詳
し
い
統
計
を
見
る
と
、

一
九

一
〇
年
に
は
五
万
八
千
ト
ン
、

一
九

二

年

一
四
万
八
千
ト
ン
の
入
超
を
記
録
し
た
。
さ
ら
に
翌
年
か
ら

一
九

一
六
年
ま
で
二

〇
万
ト

ン
代
を
維
持
し
て
い
た
が
、

一
九

一
七
年
か
ら
は

一
気
に
四
九
万
五
千
ト
ン
、

一
九

一
八
年
に
は
六
三
万
ト
ン
、

一
九

一
九
年
に
は
七
九
万
三
千
ト
ン
の
入
超
を
記

録
し
た
。

移

・
輸
入
炭
は
ほ
と
ん
ど
が
有
煙
炭

で
あ
り
、
移
入
炭
の
大
半
が
筑
豊
炭
で
あ

っ

た
。
輸
入
炭
は
撫
順
炭
、
本
渓
湖
炭
、
開
平
炭
で
あ
り
、
撫
順
炭
が
大
半
を
占
め
て

い
る
。
撫
順
炭

の
輸
入
は

一
九

一
三
年
か
ら
移
入
炭

の
移
入
量
を
超
え
、

一
九

一
九

年
に
は
二
倍
以
上
の
五
五
万
四
千
ト

ン
を
記
録
し
た
。
撫
順
炭
は
主
に
鉄
道
用
、
本
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渓
湖
炭

・
開
平
炭
は
製
鉄
用
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。

つ
ま
り
朝
鮮
炭
は
無
煙
炭
で
あ
り
、
粉
炭
が
大
半
で
あ
る
故
に
鉄
道
用
や
製
鉄
用

に
適
し
な
い
こ
と
か
ら
移

・
輸
入
量
が
増
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

朝
鮮

の
石
炭
市
場
は
撫
順
炭
、
日
本
炭
、
平
壌
炭
の
競
争
地
域
で
あ

っ
た
。

し
か
し
朝
鮮
に
お
け
る
撫
順
お
よ
び
日
本
炭

の
値
段
は
平
壌
炭
よ
り
安
価
で
あ

っ

た
。
因
み
に
、

一
九

一
〇
年
三
月
の
朝
鮮
市
場
に
お
け
る
粉
炭

一
ト
ン
当
た
り
の
値

段
は
撫
順
炭
九
円
、
筑
豊
炭

一
等
が
七
円
八
〇
銭
、
平
壌
炭
が

一
〇
円
で
割
高

で

あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
構
造
は
朝
鮮

の
炭
鉱
に
お
け
る
高

い
採
炭
費
用
に
原
因
が
あ

る
。満

鉄
は
撫
順
炭
を

一
九
〇
八
年
に
始
め
二
〇
五
ト
ン
の
石
炭
を
朝
鮮
に
販
売
し
た
。

し
か
し
翌
年
五
月
よ
り
朝
鮮
鉄
道
と
の
納
炭
契

約
に
よ

つ
て
毎
月
五
千
ト
ン
か
ら
七

千
ト
ン
を
供
給
し
、
販
売
量
が
急
増
し
た
。
ま

た

一
九

一
二
年
五
月
、
京
城
に
出
張

所
を
設
置
し
て
販
売
市
場
の
拡
大
を
計

っ
た
。

そ
の
後
、
撫
順
炭
は
採
掘
費
の
低
減

化
と
運
送
設
備
の
改
善

(
一
九

一
一
年
安
奉
線

の
広
軌
化
)
に
よ

っ
て
改
善
さ
れ
、

漸
次
朝
鮮
市
場
を
掌
握
し
、

一
九

一
九
年
ま
で
撫
順
炭
の
輸
出
炭

の
な
か
で
朝
鮮
向

け
が
首
位
を
占
め
て
い
た
。

撫
順
炭
は
満
州

の
工
業

の
発
達
と
共
に
石
炭

の
需
要
も
増
加

し
、
値
段
も
高
く

な

っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
円
滑
な
石
炭
供
給
の
た
め
満
鉄
と
の
協
議
を
試
み
る
が
難

航
が
続
い
た
。
し
か
し
租
借
地
よ
り
植
民
地
経
営
を
優
先
し
た
総
督
府
は
撫
順
炭

の

輸
入
を
さ
ら
に
拡
大
し
た
。

ま
た
日
本
の
炭
鉱
業
界
の
不
満
を
解
消
す
る
た
め
に
総
督
府
は
筑
豊
炭

の
移
入
を

拡
大
し
、
朝
鮮

の
炭
鉱
の
開
発
に
積
極
的
に
支

援
を
行

っ
て
い
た
。

生
産
地
別
か
ら
生
産
量
を
み
る
と
平
壌
炭

田
を
中
心
と
す
る
平
安
南
道
が
最
も
多

い
。
同
地
域
は
無
煙
炭
の
生
産

の
み
な
ら
ず
有

煙
炭
の
生
産
量
も
総
生
産
量
の
お
よ

そ
八
十
三
%
を
占
め
て
い
る
。

五

む
す
び

以
上
、

一
九

一
〇
年
代
に
お
け
る
日
本
植
民
地
朝
鮮
の
鉱
業
に

つ
い
て
検
討
し
て

み
た
。
同
期
に
お
け
る
鉱
業
政
策

の
特
徴
を
纏
め
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
、
西
洋
帝
国
列
強
の
貴
金
属
鉱
山
開
発
の
優
位
性
で
あ
る
。

同
期
は
朝
鮮
を
巡
る
西
洋
帝
国
列
強

の
競
争
に
お
い
て
日
本
が
勝
ち
抜
き
、
朝
鮮

を
植
民
地
化
し
、
強
制
し
た
近
代
化

の
過
程
で
鉱
業

の
発
展
基
礎
が
固
め
ら
れ
た
時

期
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
に
よ
る
朝
鮮

の
鉱
山
開
発
に
お
い
て
は
西
洋
帝
国
列
強
に

遅
れ
を
取

っ
て
い
た
。
鉱
山
資
本
や
技
術
お
よ
び
経
営
方
法
も
及
ば
ず
前
述
し
た
よ

う
に

一
九

一
七
年
ま
で
は
金
鉱
山
に
お
い
て
は
圧
倒
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
日
本
は
後
半
か
ら
非
貴
金
属
の
鉱
山
を
中
心
に
し
た
開
発
の
拡
大
に
よ

っ

て

一
九

一
八
年
か
ら
は
首
位
の
座
を
奪

い
、
朝
鮮
の
鉱
業
開
発
を
先
導
し
た
。

次
に
、
本
国
と
植
民
地
と
の
鉱
物
市
場
に
お
け
る
補
完
性
で
あ
る
。

従
来
の
植
民
地
研
究
は
生
産
原
料
の
略
奪
に
焦
点
を
置
い
た
業
績
が
多

い
。
も
ち

ろ
ん
、
全
体
的
な
収
支
か
ら
見
る
と
朝
鮮
が
赤
字
で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か

し
石
炭
の
場
合
、
地
域
内

(日
本
、
朝
鮮
、
満
州
)
の
資
源
分
配
に
よ

っ
て
産
業
の

振
興
を
計

っ
た
こ
と
に
注
目
す
る
価
値
が
あ
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
同
期
の
初
期
に
お
け
る
朝
鮮
は
石
炭
に
対
す
る
認
識
が
薄
か

っ
た
た
め

石
炭
市
場
の
形
成
は
容
易
で
は
な
か

っ
た
。
大
半
が
無
煙
炭

の
粉
炭
で
あ
る
ゆ
え
に

使
用
が
限
定
さ
れ
、
本
格
的
に
炊
事
用
や
暖
房
用
の
燃
料
に
な
る
の
は
練
炭

の
製
造

が
始
ま

っ
た
頃
で
あ
る
。
か
か
る
用
途
と
し
て
朝
鮮
内
の
練
炭
の
需
要
は
依
然
と
し

て
停
滞
し
た
。
よ

っ
て
採
掘
し
た
ほ
と
ん
ど

の
石
炭
を
練
炭

の
使
用
が
定
着
し
た
日
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本
に
移
出
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
朝
鮮
は
鉄
道
や
発
電
所
、
鉄
鋼
所
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ

ュ
ア
の

拡
充
に
よ

っ
て
、
こ
れ
に
適
し
た
有
煙
炭

の
移

・
輸
入
が
必
要
で
あ

っ
た
。
そ
の
た

め
満
州
か
ら
は
撫
順
炭
を
輸
入
し
、
日
本
か
ら

は
主
に
筑
豊
炭
を
移
入
し
た
。
そ
の

量
は
移

・
輸
出
量
の
二
倍
か
ら
九
倍
に
達
し
た
。

こ
の
よ
う
な
構
造
は
、
限
ら
れ
た
期
間
で
大
量

の
石
炭
を
採
掘
す
る
と

い
う
満
鉄

の
方
針
に
よ
り
朝
鮮

へ
の
輸
入
が
急
増
し
た
の
が
主
な
原
因
で
あ
る
。
ま
た
朝
鮮
内

の
石
炭
産
業
が
石
炭

の
特
徴
、
炭
層
の
状
況
、
経
営
方
法
か
ら
も
大
量
生
産
が
困
難

で
あ

っ
た
こ
と
も

一
因
で
あ
る
。

今
後

の
課
題

"

私
は
今
後
、
日
露
戦
争
後
か
ら
日
本

の
敗
戦
ま
で
北
東
ア
ジ
ア

(日
本
、
朝
鮮
、

満
州
)
の
鉱
業
政
策
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
本
稿
は
そ
の

一
部
の
成
果
と
し
て
本

雑
誌
に
投
稿
し
た
。

し
か
し
地
域
内
部
に
お
け

る
各
鉱
物
の
詳
細
な
流
通
経
路
、
鉱

業
と
他
産
業
と
の
関
連
、
生
産
体
系
な
ど
の
分
析
が
充
分
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

こ
れ
ら
を
今
後

の
課
題
と
し
て
さ
ら
に
研
究
を
深
め
た
い
。

朝
鮮
総
督
府
殖
産
局
鉱
山
課
編
纂

『
朝
鮮
鉱
業

の
趨
勢
』
社
団
法
人
朝
鮮
鉱
業
会
、

一
九
三
六
年
。

朝
鮮
貿
易
協
会

『
朝
鮮
貿
易
史
』
朝
鮮
貿
易
協
会
、

一
九
四
三
年
。

長
島
修

「日
本
帝
国
主
義
下

朝
鮮
に
お
け
る
鉄
鉱
業
と
鉄
鉱
資
源
」
『
日
本
史
研

究
』
一
八
三
号
、

一
九
七
七
年
。

平
壌
商
工
会
議
所
編
纂

『
平
壌
無
煙
炭
資
料
集
成
』
一
九
四
二
年
。

韓
国
語

…

林
柄
勲

「朝
鮮
初
期
に
お
え
る
鉱
業
経
営
の
発
展

-
金

・
銀
鉱
業
を
中
心
と
し
て
ー
」

『
韓
国
史
研
究
』
三
二
号
、

一
九
八

一
年
。

韓
国
産
業
銀
行
調
査
部

『
韓
国
産
業
経
済
十
年
史
』
、

一
九
五
五
年
。

高
承
済

『
近
代
韓
国
産
業
史
研
究
』
大
東
文
化
社
、

一
九
五
九
年
。

石
炭
産
業
合

理
化
事
業
団

・
社
団
法
人
韓
国
資
源
工
学
会
編
纂

『
韓
国
石
炭
産
業

史
』、

一
九
九
〇
年
。

趙
磯
溶

『韓
國

経
濟
史

新
講
』
日
新
社
、

一
九
九
四
年
。

柳
承
宙

『
朝
鮮
時
代
鉱
業
史
研
究
』
高
麗
大
学
校
出
版
部
、

一
九
九
四
年

「98一

参
考
文
献

日
本
語

…

近
藤
忠
三
『
朝
鮮

の
鉱
業
』
朝
鮮
新
書
、

一
九

四
三
年
。

鉱
山
懇
話
会
編
纂

『
鉱
業
法
令
』
鉱
山
懇
話
会
、

一
九

一
四
年
、
二
五
五
～
二
六
五
頁
。

朝
鮮
総
督
府
殖
産
局

『朝
鮮

の
鉱
業
』
株
式
会
社

大
海
堂
、

一
九
二
九
年
。

朝
鮮
総
督
府
殖
産
局

『朝
鮮

の
鉱
業
』
大
和
商
会

印
刷
所
、

一
九
二
五
年
。

朝
鮮
総
督
府
殖
産
局

『朝
鮮

の
石
炭
鉱
業
』
行

政
学
会
印
刷
所
、

一
九
二
九
年
。

本
稿
で
は
行
政
執
行
機
関
と
し
て
の
主
体
を
明
確
す
る
た
め
に
一
三
九
二
年
か
ら

一

九

一
〇
年
ま
で
五

一
九
年
間
の
期
間
を

「朝
鮮
王
朝
」
と
称
す
。
ま
た

「朝
鮮
」
と
は

一
九

一
〇
年
か
ら
日
本
帝
国
主
義
に
よ
る
植
民
地
統
治
期
を
称
す
。
し
か
し
地
域
を

示
す
際
は

「朝
鮮
」
と
称
す
る
。
ち
な
み
に
朝
鮮
王
朝
や
朝
鮮
は
歴
史
的
な
用
語
で
あ

る
た
め
に

「

」
を
つ
け
る
べ
き
で
あ
る
が
以
後
は
省
略
す
る
。

朝
鮮
鉱
業
会

『朝
鮮
鉱
業
会
誌

第
二
巻
』
第
六
号
、

一
九
二
三
年
、
四

一
頁
。



改
正

塩
川

一
太
郎
『
朝
鮮
通
商
事
情
』
八
尾
書
店
、

一
八
九
五
年
、
四
〇
～
五
八
頁
。

志
賀
融

「朝
鮮
の
金
鉱
業
」
前
掲

『朝
鮮
鉱
業
会
誌
』
第
二
〇
巻
第
五
号
、

一
九
三
七

年
を
参
照
し
た
。

高
承
済
『近
代
韓
国
産
業
史
研
究
』
大
東
文
化
社
、

一
九
五
九
年
、
三
三
四
～
三
三
七
頁
。

石
炭
産
業
合
理
化
事
業
団

・
社
団
法
人
韓
国
資
源
工
学
会
編
纂
『
韓
国
石
炭
産
業
史
』、

一
九
九
〇
年
、
三
二
頁
。

『朝
鮮
鉱
業
法
』

明
治
三
九
年
七
月
一
三
日
統
監
府
告
示
第
六
七
号

第

一
条

第
二
条

第
三
条

第
四
条

第
五
条

明
治
四
十
年
八
月
告
示
第

一
〇
四
号

明
治
四
十

一
年
五
月
告
示
第
六
九
号

明
治
四
十

一
年
7
月
告
示
第

一
〇
八
号

鉱
業
ト

ハ
鉱
物
ノ
採
掘
乃
之
二
付
属
ス
ル
事
業
ヲ
謂
フ

鉱
物
ノ
種
類

ハ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

未
タ
採
掘
セ
サ
ル
鉱
物
廃
鉱
及
鉱
滓

ハ
国
ノ
所
有
ト
ス

鉱
業
ヲ
為
サ
ム
ト
ス
ル
者

ハ
願
書

二
採
掘
セ
ム
ト
ス
ル
鉱
物
ノ
種
類
ヲ
明
記
シ

鉱
区
図
ヲ
添

へ
農
商
工
部
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ベ
シ

鉱
業
出
願
人

ハ
出
願
地
二
其
ノ
採
掘
セ
ム
ト
ス
ル
鉱
物
ノ
存
在
ス
ル
コ
ト
ヲ
証

明
ス
ヘ
シ

鉱
区
ノ
境
界

ハ
直
線
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
メ
地
表
境
界
線
ノ
直
下
ヲ
限
ト
ス
其
ノ
面

積

ハ
石
炭

二
在
リ
テ
ハ
五
万
坪
以
上
其
ノ
他
ノ
鉱
物

二
在
リ
テ
ハ
五
千
坪
以
上

ト
シ
共
二
百
万
坪
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得

ス
但
シ
鉱
利
保
護
上
又
ハ
鉱
区
ノ
分
合

上
已
ム
ヲ
得
サ
ル
場
合

ニ
ハ
百
万
坪
ヲ
超

ユ
ル
コ
ト
ヲ
得

皇
城
及
離
宮
ノ
周
園
三
百
間
以
内
又
ハ
皇
陵
園
墓
ノ
火
巣
以
内
ノ
場
所
ハ
鉱
区

ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
又
所
轄
官
庁
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
鉱
業
ノ
為
之

ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

陸
海
軍
所
轄
ノ
城
堡
、
要
港
、
火
薬
庫

又
官
庁
ノ
周
園
三
百
間
以
内
ノ
場
所

ハ

所
轄
官
庁
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
鉱
区
ト
為
シ
又
ハ
鉱
業
ノ
為
之
ヲ
使

用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
六
条

鉄
道
、
軌
道
、
道
路
、
運
河
、
河
湖
、
沼
池
、
堤
塘
、
社
寺
境
内
地
、
公
園
地
、

墳
墓
又
建
物
ヨ
リ
地
表
下
ト
モ
其
ノ
周
園
五
十
間
以
内
ノ
場
所

二
於
テ

ハ
所
轄

官
庁
ノ
許
可
又
ハ
所
有
者
若

ハ
関
係
人
ノ
承
諾
ヲ
受
ク
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
鉱
物
ヲ

採
掘
シ
又
ハ
鉱
業
ノ
為
之
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

正
当
ノ
理
由
ナ
ク
シ
テ
前
項
ノ
承
諾
ヲ
拒
ミ
タ
ル
ト
キ

ハ
鉱
業
権
者

ハ
農
商
工

部
大
臣
ノ
判
定
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
七
条

農
商
工
部
大
臣

ハ
公
益
上
其
ノ
他
ノ
事
由
二
依
リ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ

鉱
業
ヲ
許
可
セ
ス

第
八
条

鉱
業
ヲ
出
願
ス
ル
者
同

一
ノ
地

二
就
キ
二
人
以
上
ア
ル
ト
キ
ハ
願
書
到
達
ノ
日

ノ
先
ナ
ル
者

二
之
ヲ
許
可
ス
同
日
二
到
達
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
付
テ

ハ
農
商
工
部
大

臣
二
於
テ
適
当
ト
認
ム
ル
者

二
之
ヲ
許
可
ス

第
九
条

鉱
業
権
者
鉱
区
ノ
合
併
分
割
又
ハ
訂
正
ヲ
為
サ
ム
ト
ス
ル
ト
キ

ハ
農
商
工
部
大

臣
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
鉱
区
ノ
位
地
形
状
鉱
利
ヲ
害
ス
ル
場
合

ニ
ハ
農
商
工
部

大
臣

ハ
其
ノ
訂
正
ヲ
命
ス
ヘ
シ

第
十
条

鉱
業
権
ハ
相
続
、
譲
渡
シ
又
ハ
抵
当
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得

鉱
業
権
ノ
譲
渡
及
其
ノ
抵
当
権
ノ
設
定

ハ
農
商
工
部
ノ
登
録
ヲ
経
ル
ニ
非
サ
レ

ハ
其
ノ
効
力
ヲ
生
セ
ス

第
十

一
条

相
当
ノ
鉱
業
ヲ
為
サ
ス
又
ハ
危
険
ノ
虞
ア
リ
若
ハ
公
益
ヲ
害
ス
ル
虞
ア
リ
ト

認
ム
ル
ト
キ
ハ
農
商
工
部
大
臣

ハ
其
改
良
若

ハ
予
防
ヲ
命
シ
又
ハ
鉱
業
ノ
停
止

ヲ
命
ス
ヘ
シ

第
十
二
条

農
商
工
部
大
臣
ハ
左
ノ
場
合
二
於
テ
鉱
業
ノ
許
可
ヲ
取
消
ス
コ
ト
ヲ
得

一

詐
偽
又
ハ
錯
誤
二
依
リ
許
可
ヲ
与
ヘ
タ
ル
コ
ト
ヲ
発
見
シ
タ
ル
ト
キ

一99一



二

正
当
ノ
理
由
ナ
ク
シ
テ

一
箇
年
以
上
休
業

シ
又
ハ
許
可
ヲ
得
タ
ル
日
ヨ
リ

一
箇
年

以
内
二
事
業

二
着
手
セ
サ
ル
ト
キ

三

(削
除
)

四

鉱
業
公
益
ヲ
害
ス
ト
認
ム
ル
ト
キ

五

(削
除
)

六

納
税
期
限
内

二
鉱
産
税
又
ハ
鉱
区
税
ヲ
納
付
セ
サ
ル
ト
キ

七

(削
除
)

八

指
定
シ
タ
ル
期
限
内

二
罰
金
ヲ
納
付
セ
サ

ル
ト
キ

第
十
三
条

鉱
業
ノ
許
可
ヲ
取
消
サ
レ
又
ハ
鉱
業
権
消
滅
シ
タ
ル
ト
キ
農
商
工
部
大
臣
二

於
テ
地
表
又
ハ
坑
内
ノ
安
全
ヲ
保
ツ
為
必
要
ト
認
ム
ル
構
築
物
ヲ
之
ヲ
除
去
ス

ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
十
四
条

鉱
業
出
願
又
ハ
鉱
業
ノ
為
他
人
ノ
土
地

二
立
入
リ
測
量
又
ハ
調
査
ヲ
必
要
ト

ス
ル
者

ハ
農
商
工
部
大
臣
ノ
其
ノ
認
可
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

認
可
書
ヲ
携
帯
ス
ル
者

二
対
シ
テ

ハ
其

ノ
土
地
所
有
者
又
ハ
関
係
人
之
ヲ
拒
ム

コ
ト
ヲ
得
ス
但
シ
測
量
若
ハ
調
査
ノ
為

二
損
害
ヲ
及
ホ
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
請
求
者

ハ
其
ノ
賠
償
ヲ
為
ス
ヘ
シ

第
十
五
条

鉱
業
権
者
鉱
業
上
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ

ハ
土
地
所
有
者
又
ハ
関
係
人
二
士
地
ノ

貸
渡
ヲ
強
要
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
毎
年
借
地
料
ヲ
前
払
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
其
ノ

土
地
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

土
地
ノ
使
用
ノ
為
二
所
有
者
又
ハ
関
係
人
二
損
害
ヲ
及
ホ
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
鉱
業

権
者
ハ
其
賠
償
ヲ
為
ス
ヘ
シ

第
十
六
条

鉱
業
権
者

二
於
テ
貸
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
土
地
ヲ
三
箇
年
以
上
使
用
ス
ル
ノ
目
的

ア
ル
カ
又
ハ
三
箇
年
以
上
之
ヲ
使
用
シ
タ
ル
ト
キ

ハ
土
地
所
有
者

ハ
鉱
業
権
者

二
其
ノ
土
地
ノ
買
収
ヲ
強
要
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

土
地
の

一
部
ノ
買
収
二
依
リ
テ
残
地
ヲ
従
来
用
ヰ
タ
ル
目
的

二
供
ス
ル
コ

ト
能

ハ
サ
ル
ト
キ

ハ
土
地
所
有
者

ハ
其
ノ
全
部
ノ
買
収
ヲ
強
要
ス
ル
コ
ト

ヲ
得

第
十
七
条

第
十
四
条
乃
至
第
十
六
条
ノ
規
定
二
依
ル
土
地
貸
渡
、
借
地
料
、
土
地
買
収
、

売
買
価
格
又
ハ
損
害
賠
償

二
付
協
議
調

ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
農
商
工
部
大
臣
二
其
ノ

請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

判
定

二
要
ス
ル
費
用
ノ
負
担
者
及
負
担
額
ハ
農
商
工
部
大
臣
之
ヲ
定
ム

第
十
八
条

鉱
業

二
関
ス
ル
出
願
、
請
求
又
ハ
届
出
ヲ
為
ス
者
ハ
命
令
ヲ
定
ム
ル
所

二
従

ヒ
手
数
料
ヲ
納
付
ス
ヘ
シ

第
十
九
条

鉱
業
権
者

ハ
鉱
産
税
及
鉱
区
税
ヲ
納
付
ス
ヘ
シ

鉱
産
税

ハ
鉱
産
物
ノ
価
格
ノ
百
分
ノ

一
ト
シ
鉱
区
税
ハ
鉱
区

一
千
坪
毎

一二

箇

年
五
十
銭
ト
ス
但
シ
一
千
坪
未
満

ハ
之
ヲ

一
千
坪
ト
見
做
ス

許
可
後
満

一
箇
年
間
二
係
ル
鉱
区
税
ハ
前
項
ノ
金
額
ノ
半
額
ト
ス

第
二
十
条

鉱
産
税

ハ
前
年
分
ヲ
毎
年
三
月
中
二
納
付
ス
ヘ
シ
但
シ
鉱
業
権
ノ
消
滅
若

ハ

譲
渡
ノ
場
合

二
於
テ
ハ
即
納
ス
ヘ
シ

鉱
区
税

ハ
毎
年
十
二
月
中
二
翌
年
分
ヲ
前
納
ス
ヘ
シ
但
シ
許
可
ノ
年
二
係
ル
モ

ノ
ハ
月
割
ヲ
以
テ
即
納
ス
ヘ
シ

即
納
ノ
鉱
区
税
ハ
之
ヲ
還
付
セ
ス

第
二
十

一
条

(消
除
)

第
二
十
二
条

鉱
業
権
ヲ
有
セ
ス
シ
テ
鉱
物
ヲ
採
掘
シ
タ
ル
者
ハ
詐
偽
ノ
所
為
ヲ
以
テ
鉱

業
権
ヲ
得
タ
ル
者

ハ
五
十
円
以
上

一
千
円
以
下
ノ
罰
金

二
処
シ
採
掘
シ
タ
ル
鉱

物

ハ
之
ヲ
没
収
ス
既

二
之
ヲ
譲
渡
シ
又
ハ
消
費
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
代
金
ヲ
追

徴
ス

第
二
十
三
条

第
五
条
、
第
六
条
第

一
項
及
第
十
三
条
ノ
規
定

二
違
背
シ
タ
ル
者
第
九
条

一〇〇1一



第
二
項
及
第
十

一
条
ノ
命
令

二
従

ハ
サ
ル
者

ハ
鉱
業

二
供
用
ス
ル
土
地
ヲ
其
ノ

目
的
外
二
利
用
シ
タ
ル
者

ハ
二
十
円
以
上
五
百
円
以
下
ノ
罰
金
二
処
す

第
二
十
四
条

前
二
条
二
処
分

ハ
農
商
工
部
大
臣
之
ヲ
行
フ

第
二
十
五
条

(消
除
)

第
二
十
六
条

本
法
ヲ
施
行
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
命
令

ハ
農
商
工
部
大
臣
之
ヲ
定
ム

第
二
十
七
条

第
三
条
第

一
項
第
七
条
第
十

一
条
第
十
二
条
及
第
二
十
九
条
ノ
処
分

ハ
日

本
統
監
ノ
同
意
ヲ
経
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
二
十
八
条

本
法
発
布
前

二
許
可
ヲ
受
ケ
現

二
鉱
業
二
従
事
ス
ル
内
国
人

ハ
本
法
施
行

後
二
箇
月
以
内
二
本
法
二
依
リ
出
願
ス
ヘ
シ

前
項
ノ
出
願

二
関
シ
テ
ハ
事
業
ノ
程
度

二
依
リ
本
法
第
八
条
ノ
規
定

二
拘
ラ
ス

特
二
許
可
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
二
十
九
条

本
法
ノ
規
定

二
依
ル
処
分
ノ
為
二
本
法
発
布
前
二
現
二
鉱
業
二
従
事
ス
ル

内
国
人
二
損
害
ヲ
与
フ
ル
ト
認
ム
ル
ト
キ

ハ
農
商
工
部
大
臣
ハ
鉱
業
権
者
ヲ
シ

テ
相
当

二
補
償
ヲ
為
サ
シ
ム
ヘ
シ

第
三
十
条

本
法
発
布
前

二
鉱
業
権
ノ
特
許
ヲ
得
現

二
鉱
業
二
従
事
ス
ル
外
国
人

ハ
其
ノ

特
許
条
件
二
抵
触
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
外
本
法
ノ
規
定
ヲ
遵
守
ス
ヘ
シ

付
則

第
三
十

一
条

本
法
ハ
光
武
十
年
九
月
十
五
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

第
三
十
二
条

本
法
二
抵
触
ス
ル
法
令

ハ
総
テ
之
ヲ
廃
止
ス

改
正
付
則

(明
治
四
十
年
統
監
府
告
示
百
四
号
ノ
付
則
)

第
二
条

鉱
業
法
第
二
十
五
条
第
三
項
ノ
規
定

二
基
キ
取
得
シ
タ
ル
鉱
業
権

ハ
同
法
第
三

条
二
基
キ
取
得
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
見
倣
ス

宮
内
府

二
属
シ
タ
ル
鉱
山

二
関
シ
本
法
施
行
以
前

二
於
テ
差
出
シ
タ
ル
鉱
業
出

現
ハ
鉱
業
法
第
三
条
二
依
リ
差
出
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
見
做
ス

前
項
ノ
鉱
山
二
関
ス
ル
鉱
業
出
願

二
付
テ
ハ
鉱
業
法
第
八
条
ノ
規
定
ヲ
適
用
セ

ス

第
三
条

本
法

ハ
領
布
ノ
日
ヨ
リ
施
行
ス
」

鉱
山
懇
話
会
編
纂

『鉱
業
法
令
』
鉱
山
懇
話
会
、

一
九

一
四
年
、
二
五
五
～
二
六

五
頁
。

⑧

農
商
工
部
偏
『朝
鮮
要
覧
』
一
九

一
〇
年
、
五

一
頁
。

⑨

「筑
豊
石
炭
鉱
業
組
合
会
月
報

第
百
八
号
」
七
六
頁
。

⑩

同
法
第
六
条
で
は

「帝
国
臣
民
又
ハ
帝
国
法
令
二
従
ヒ
成
立
シ
タ
ル
法
人
二
非
サ
レ

ハ
鉱
業
権
ヲ
享
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
さ
れ
て
い
る
。
朝
鮮
総
督
府
殖
産
局

『
朝
鮮

の
鉱
業
』
大
和
商
会
印
刷
所
、

一
九
二
五
年
、
三
頁
。

¢D

「鉱
業
法
施
行
細
則
」
(明
治
三
九
年
七
月
二
九
日
統
監
府
告
示
第
七
三
号
)

改
正

(明
治
四
十

一
年
二
月
告
示
第
十
九
号
)
(明
治
四
十

一
年
七
月
告
示
第
百
九
号
)

第

一
条

鉱
物
ト

ハ
金
鉱
、
銀
鉱
、
銅
鉱
、
鉛
鉱
、
錫
鉱
、
安
室
母
尼
鉱
、
水
銀
鉱
、
亜

鉛
鉱
、
鉄
鉱
、
満
俺
鉱
、
黒
鉛
、
石
炭
、
石
油
及
硫
黄
ヲ
謂
フ
但
シ
砂
鉱

ハ
此

ノ
限
二
在
ラ
ス

第
二
条

鉱
業
法
及
本
令

二
規
定
セ
ル
鉱
業
権
者
ノ
権
利
義
務

ハ
鉱
業
権
ト
共
移
転
ス

鉱
業
権
者
、
土
地
所
有
者
又
ハ
関
係
人
力
鉱
業
法
及
本
令

二
依
リ
為
シ
タ
リ

一

切
ノ
行
為

ハ
其
ノ
承
継
人
二
対
シ
テ
モ
効
力
ヲ
有
ス

第
三
条

鉱
業

二
関
ス
ル
願
書
、
請
求
書
、
届
書
又
ハ
図
面

二
様
式
ノ
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
之

二
拠
ル
ヘ
シ

第
四
条

鉱
業
法
第
八
条
ノ
願
書
ハ
農
商
工
部
二
到
着
シ
タ
ル
日
ヲ
以
テ
到
着
ノ
日
ト
ス

第
五
条

手
数
料
ノ
納
付

ハ
収
入
印
紙
ヲ
以
テ
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但
シ
国
庫
金
ヲ
取
扱
フ

銀
行
又
ハ
郵
便
局
ノ
為
替
証
書
ヲ
代
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

既
納
ノ
手
数
料

ハ
還
付
セ
ス

【
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第
六
条

書
面
又
ハ
図
面
不
完
備
ナ
ル
ト
キ

ハ
農
商
工
部
大
臣
ハ
其
ノ
修
正
又
ハ
補
充
ヲ

命
ス
ヘ
シ

第
七
条

国
内

二
住
所
ヲ
有
セ
サ
ル
鉱
業
出
願
人
又
ハ
鉱
業
権
者
若

ハ
其
代
理
人
ハ
仮
住

所
ヲ
国
内

二
定
メ
農
商
工
部
大
臣
二
届
出

ス
ヘ
シ

鉱
業
出
願
人
又
ハ
鉱
業
権
者

ハ
其
ノ
代
理
人
不
在

ニ
シ
テ
且
ツ
之
二
代
リ
書
類

ヲ
受
取
ル
ヘ
キ
者
ア
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
送
達

ス
ヘ
キ
書
類
ノ
全
文
又
ハ
要
旨
ヲ
三

日
間
官
報

二
掲
載
ス
ヘ
シ
此
ノ
場
合

二
於
テ

ハ
其
ノ
掲
載
ヲ
了
リ
タ
ル
日
ヨ
リ

十
四
日
ヲ
経
過
ス
ル
ト
キ
ハ
書
類
ノ
送
達

ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ト
見
倣
ス
前
項
ノ

届
出
ナ
キ
ト
キ
亦
同
シ

第
八
条

鉱
業
ヲ
為
サ
ム
ト
ス
ル
者

ハ
其
ノ
願
書

二
鉱
区
図
及
採
掘
セ
ム
ト
ス
ル
鉱
床
二

関
ス
ル
説
明
書
ヲ
添
付
ス
ヘ
シ
但
シ
鉱
物
ノ
標
品
ヲ
以
テ
説
明
書
二
代
フ
ル
コ

ト
ヲ
得
此
ノ
場
合

二
於
テ
ハ
願
書
到
達

ノ
日
ヨ
リ
十
日
以
内
二
到
達

ス
ル
ヲ
防

ケ
ス

鉱
業
出
願
地
ノ
訂
正
ヲ
為
サ
ム
ト
ス
ル
者

ハ
其
ノ
願
書

二
理
由
書
並
二
新
旧
出

願
地
ノ
関
係
ヲ
明
示
セ
ル
図
面
ヲ
添
付
ス
ヘ
シ

鉱
区
ノ
合
併
、
分
割
又
ハ
訂
正
ヲ
為
サ
ム
ト
ス
ル
者

ハ
其
ノ
願
書

二
理
由
書
並

二
合
併
、
分
割
又
ハ
訂
正
ス
ヘ
キ
区
域

ノ
関
係
ヲ
明
示
セ
ル
図
面
及
鉱
業
許
可

状
ヲ
添
付
ス
ヘ
シ
但
シ
抵
当
権
ノ
設
定

ア
ル
場
合

二
於
テ
ハ
抵
当
権
者
ノ
承
諾

書
又
ハ
之

二
代

ハ
ル
ヘ
キ
書
面
ヲ
添
付
ス

ヘ
シ

第
九
条

前
条
ノ
願
書
ハ
書
留
郵
便
ヲ
以
テ
差
出
ス

ヘ
シ

第
十
条

鉱
業
法
第
四
条
但
書

二
依
リ
出
願
地
又

ハ
鉱
区
ノ
面
積
百
万
坪
ヲ
超

ユ
ル
ト
キ

ハ
願
書
二
理
由
書
ヲ
添
付
ス
ヘ
シ

第
十

一
条

代
理
人
二
依
リ
出
願
ス
ル
ト
キ
ハ
委
任
状
又
ハ
其
ノ
他
権
限
ヲ
証
ス
ル
書
面

ヲ
添
付
ス
ヘ
シ

第
十
二
条

共
同
鉱
業
出
願
人
又

ハ
共
同
鉱
業
権
者

ハ
内

一
人
ヲ
選
定
シ
テ
代
表
者
ト
為

シ
農
商
工
部
大
臣

二
届
出
ス
ヘ
シ
其
ノ
届
出
ナ
キ
ト
キ

ハ
農
商
工
部
大
臣
之
ヲ

指
定
ス

第
十
三
条

共
同
鉱
業
出
願
人
又
ハ
共
同
鉱
業
権
者
力
代
表
者

二
依
リ
テ
鉱
業
出
願
ノ
取

下
又
ハ
第
八
条
第
二
項
、
第
三
項
ノ
請
願
及
第
二
十
二
条
ノ
登
録
請
求
若

ハ
其

ノ
取
下
又
ハ
廃
業
ノ
届
出
ヲ
為
ス
場
合

二
於
テ
ハ
其
ノ
決
議
書
又
ハ
之
二
代
ハ

ル
ヘ
キ
書
面
ヲ
添
付
ス
ヘ
シ

第
十
四
条

第
八
条
ノ
出
願
ヲ
為
ス
者

ハ
左
ノ
手
数
料
ヲ
納
付
ス
ヘ
シ

一

鉱
業
ノ
出
願

百
円

二

鉱
業
出
願
地
訂
正
願

増
区
又
ハ
増
減
区
願

五
十
円

減
区
願

二
十
円

三

鉱
区
ノ
合
併
、
分
割
又
ハ
訂
正
願

増
区
又
ハ
増
減
区
願

五
十
円

合
併
若
ハ
分
割
願

四
十
円

減
区
願

二
十
円

第
十
五
条

第
八
条
ノ
出
願
二
係
ル
区
域
ノ
位
置
、
形
状
鉱
利
ヲ
害
ス
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ

農
商
工
部
大
臣

ハ
其
ノ
訂
正
ヲ
命
ス
ヘ
シ

第
十
六
条

第
八
条

二
出
願
地
力
他
人
ノ
鉱
区
二
接
近
ス
ル
場
合

二
於
テ
鉱
業
監
督
上
中

間

二
相
当
ノ
離
ヲ
置
ク
ノ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ

ハ
農
商
工
部
大
臣

ハ
出
願

地
ノ
訂
正
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
七
条

鉱
区
内

二
異
種
ノ
鉱
物
ノ
存
在
ヲ
発
見
シ
タ
ル
ト
キ

ハ
農
商
工
部
大
臣

ハ
鉱

業
権
者

二
対
シ
其
ノ
鉱
業
ノ
出
願
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
八
条

鉱
業
出
願
人
又

ハ
鉱
業
権
者
農
商
工
部
大
臣
ヨ
リ
図
面
又
ハ
書
類
ノ
差
出
ヲ
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命
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
指
定
ノ
期
日
内

二
之
ヲ
差
出
ス
ヘ
シ

鉱
業
出
願
人
又
ハ
鉱
業
権
者
農
商
工
部
大
臣
ヨ
リ
実
地
調
査
ノ
為
立
会
ヲ
命
セ

ラ
レ
タ
ル
ト
キ

ハ
指
定
ノ
期
日
二
立
会

ス
ヘ
シ
代
理
人
ヲ
シ
テ
立
会
セ
シ
ル
ト

キ
ハ
委
任
状
又
ハ
其
他
権
限
ヲ
証
ス
ル
書
面
ヲ
携
帯
セ
キ
ム
ヘ
シ

第
十
九
条

農
商
工
部
大
臣
第
八
条
ノ
出
願
ヲ
許
可

ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
決
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ

其
ノ
旨
ヲ
出
願
人
二
通
知
ス
ヘ
シ

出
願
人
前
項
ノ
通
知
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ

ハ
三
十
日
以
内

二
登
録
ヲ
農
商
工
部
大

臣
二
請
求
ス
ヘ
シ

前
項
ノ
請
求
ヲ
為
ス
者

ハ
出
願
ノ
種
類

二
従
ヒ
第
十
四
条
第

一
号
又
ハ
第
三
号

ノ
金
額
ト
同

一
額
ノ
登
録
手
数
料
ヲ
納
付

ス
ヘ
シ
出
願
人
前
項
ノ
手
数
料
ヲ
納

付
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
農
商
工
部
大
臣

ハ
鉱
業
許
可
状
ヲ
下
付
シ
又
ハ
其
ノ
訂
正
ヲ

為
ス
ヘ
シ

第
二
十
条

左
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
願
書
、
請
求
書
及
届
書
ヲ
受
理
セ
ス

第
八
条
及
第
二
十
二
条
ノ
規
定

二
違
背
シ
願
書
或

ハ
請
求
書

二
図
面
、
説
明
書
、

理
由
書
若

ハ
承
諾
書
又
ハ
之

二
代
ル
ヘ
キ
書
面
ヲ
添
付
セ
ス
又
ハ
期
限
内

二
標
品

ヲ
差
出
サ
サ
ル
ト
キ

二

第
九
条
規
定

二
違
背
シ
書
留
郵
便
ヲ
以
テ
差
出
サ
サ
ル
ト
キ

三

第
十
条
ノ
規
定
二
違
背
シ
理
由
書
ヲ
添
付
セ
サ
ル
ト
キ

四

第
十
三
条
ノ
規
定

二
違
背
シ
決
議
書
又
ハ
之

二
代
ハ
ル
ヘ
キ
書
面
ヲ
添
付
セ
サ
ル

ト
キ

五

手
数
料
ヲ
納
付
セ
サ
ル
ト
キ

第
二
十

一
条

左
ノ
場
合

二
於
テ
ハ
願
書
、
請
求
書
及
届
書
ヲ
却
下
ス

一

実
地
調
査
ノ
際
出
願
人
力
其
ノ
出
願

二
係

ル
区
域
ヲ
明
示
シ
能
ハ
サ
ル
カ
又
ハ
調

査
事
項

二
付
キ
相
当
ノ
説
明
ヲ
為
ス
能

ハ
サ

ル
ト
キ

二

出
願
人
ノ
指
示
ス
ル
区
域
力
願
書
二
添
付
シ
タ
ル
図
面
ト
著
シ
ク
相
違
ス
ル
ト
キ

三

第
六
条
ノ
規
定

二
基
ク
命
令
ノ
期
限
内

二
修
正
若

ハ
補
充
ヲ
為
サ
サ
ル
ト
キ

四

第
十
五
条
ノ
規
定
二
基
ク
命
令
ノ
期
限
内

二
訂
正
図
ヲ
差
出
サ
サ
ル
ト
キ

五

第
十
八
条
第
二
項
ノ
規
定

二
依
ル
命
令
ノ
期
日
二
立
会
セ
サ
サ
ツ
ト
キ

六

第
十
九
条

二
規
定
シ
タ
ル
期
限
内
二
登
録
手
数
料
ノ
納
付
セ
サ
ル
ト
キ

第
二
十
二
条

鉱
業
権
ノ
譲
渡
又
ハ
其
ノ
抵
当
権
設
定
ノ
登
録
ヲ
請
求
セ
ム
ト
ス
ル
者

ハ

該
登
録
請
求
書

二
鉱
業
許
可
状
ヲ
添
付
ス
ヘ
シ
但
シ
抵
当
権
ノ
設
定
有
リ
タ
ル

場
合
ニ
ハ
抵
当
権
者
ノ
承
諾
書
又
ハ
之
二
代
用
ス
ル
文
書
ヲ
添
付
ス
ヘ
シ

前
項
ノ
登
録
ヲ
請
求
ス
ル
者

ハ
手
数
料
ト
シ
テ
百
円
ヲ
納
付
ス
ヘ
シ

第
十
九
条
第
四
項
ノ
規
定

ハ
前
項
ノ
場
合

二
之
ヲ
準
用
ス

第
二
十
三
条

鉱
業
権
ヲ
相
続
シ
タ
ル
者

ハ
鉱
業
許
可
状
ヲ
添

へ
直

二
農
商
工
部
大
臣

二

届
出
ス
ヘ
シ

前
項
届
出
ヲ
為
ス
者

ハ
登
録
手
数
料
ト
シ
テ
百
円
ヲ
納
付
ス
ヘ
シ

第
十
九
条
第
四
項
ノ
規
定

ハ
前
項
ノ
場
合

二
之
ヲ
準
用
ス

第
二
十
四
条

鉱
業
二
関
シ
左
ノ
請
求
ヲ
為
ス
者

ハ
其
ノ
種
類

二
従
ヒ
手
数
料
ヲ
納
付
ス

ヘ
シ

一

鉱
業
許
可
状
ノ
再
下
付
請
求

毎

一
件

二
十
円

二

鉱
区
図
謄
本
ノ
下
付
請
求

毎

一
件

三
十
円

三

鉱
業
原
簿
又
ハ
鉱
区
図
ノ
閲
覧
請
求

毎
鉱
区
毎

一
時
間

一
円

四

鉱
業
原
簿
ノ
謄
本
下
付
請
求

用
紙
毎

一
枚

二
円

五

鉱
業
出
願
地
及
許
可
地
地
方
別
台
帳
閲
覧
請
求

毎
台
帳
最
小
区
画
毎

一
時
間

十

円

第
二
十
五
条

鉱
業
権
者

ハ
毎
年

一
月
七
月
ノ
両
度

二
前
六
箇
月
間
二
採
掘
シ
タ
ル
鉱
産

物
ノ
数
量
、
販
売
高
、
販
売
代
価
、
行
業
日
数
及
工
数
ヲ
記
載
シ
タ
ル
明
細
表
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ヲ
差
出
ス
ヘ
シ

前
項
ノ
表

ハ
鉱
業
権
ノ
消
滅
シ
若
ハ
移
転
シ
又
ハ
廃
業
シ
タ
ル
場
合

二
於

ハ
直

二
之
ヲ
差
出
ス
ヘ
シ

第
二
十
六
条

鉱
業
法
第
十
九
条
第
二
項

二
規
定
セ
ル
鉱
業
物
ノ
価
格
ハ
農
商
工
部
大
臣

之
ヲ
定
ム

第
二
十
七
条

鉱
業
権
者

ハ
毎
年
末

二
於
テ
坑
内
実
測
図
ヲ
製
シ
翌
年
二
月
迄
二
農
商
工

部
大
臣
二
差
出
ス
ヘ
シ

第
二
十
八
条

鉱
業
権
者

ハ
鉱
区
所
在
地

二
鉱
業
事
務
所
ヲ
設
ケ
鉱
区
図
及
坑
内
実
測
図

ヲ
備
置
ク

ヘ
シ

第
二
十
九
条

鉱
業
権
者
自
ラ
鉱
業
ヲ
管
理
セ
サ

ル
ト
キ
ハ
代
理
人
ヲ
定
メ
双
方
連
署
シ

テ
農
商
工
部
大
臣

二
届
出
ツ
ヘ
シ

前
項
ノ
代
理
人

ハ
鉱
業
法
及
本
令
ノ
規
定
二
依
リ
テ
鉱
業
ノ
管
理

二
関
シ
鉱
業

権
者
ノ
為

ス
ヘ
キ

一
切
ノ
行
為
ヲ
委
任
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
見
倣
ス
但
シ
、
鉱

業
権
者

ハ
代
理
権

二
制
限
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ト
キ

ハ
直

二
其
ノ
旨
ヲ
届
出
ツ
ヘ
シ

第
三
十
条

鉱
業
法
第
十
二
条
第

一
号
及
第
四
号

ノ
場
合
ノ
外
鉱
業
権
ヲ
取
消
サ
レ
又
ハ

廃
業
シ
タ
ル
ト
キ
其
ノ
鉱
業
権

二
対
シ
抵
当
権
ヲ
有
ス
ル
者

ハ
六
十
日
以
内
二

農
商
工
部
大
臣
二
出
現
シ
テ
其
ノ
鉱
業
権
ヲ
承
継
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
出
願
人
ハ
手
数
料
ト
シ
テ
百
円
ヲ
納
付
ス
ヘ
シ

第
十
九
条
第
四
項
ノ
規
定

ハ
前
項
ノ
場
合

二
之
ヲ
準
用
ス

第
三
十

一
条

廃
業
其
ノ
他
ノ
事
由
二
依
リ
鉱
業
権
消
滅
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
鉱
業
権
者

ハ
直

二
農
商
工
部
大
臣

二
其
ノ
旨
ヲ
届
出
テ
鉱
業
許
可
状
ヲ
返
納
ス
ヘ
シ

第
三
十
二
条

鉱
業
法
第
十
四
条
ノ
規
定

二
依
リ
他
人
ノ
土
地
二
立
入
リ
測
量
又
ハ
調
査

ヲ
為
ム
サ
ト
ス
ル
者

ハ
土
地
ノ
名
称
、
地
目
及
其
ノ
目
的
ヲ
記
載
シ
タ
ル
請
求

書
ヲ
差
出
ス
ヘ
シ

前
項
ノ
請
求
ヲ
為
ス
者

ハ
手
数
料
ト
シ
テ
三
十
円
ヲ
納
付
ス
ヘ
シ

第
三
十
三
条

鉱
業
法
第
六
条
第
二
項
及
第
十
七
条
ノ
規
定

二
依
リ
農
商
工
部
大
臣
ノ
判

定
ヲ
請
求
ス
ル
者

ハ
其
ノ
理
由
ヲ
明
記
シ
タ
ル
請
求
書

二
詳
細
ノ
実
測
図
其
ノ

他
関
係
書
類
ヲ
添
付
ス
ヘ
シ

農
商
工
部
大
臣

二
判
定
ヲ
請
求
ス
ル
者

ハ
手
数
料
ト
シ
テ
五
十
円
ヲ
添
付
ス
ヘ

シ農
商
工
部
大
臣
第

一
項
ノ
請
求
書
ヲ
受
理
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
対
手
人
二
通
告

シ
相
当
ノ
期
日
ヲ
定
メ
テ
弁
明
書
ヲ
差
出
サ
シ
ム
ヘ
シ

対
手
人
住
所
不
分
明

ニ
シ
テ
通
告
ス
ル
コ
ト
能

ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
通
告
ノ
要
旨
ヲ

三
日
間
官
報

二
掲
載
シ
之
ヲ
了
リ
タ
ル
日
ヨ
リ
十
四
日
ヲ
経
営
ス
ル
ト
キ

ハ
通

告
ア
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
見
做
ス

対
手
人
、
弁
明
書
ヲ
差
出
サ
サ
ル
ト
キ

ハ
農
商
工
部
大
臣
ハ
請
求
書
ノ
ミ
ニ
依

リ
判
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

本
条
判
定
ノ
為
メ
実
地
調
査
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
農
商
工
部
大
臣

ハ
其
ノ
実
費
以

内
ノ
負
担
ヲ
請
求
人
又
ハ
対
手
人
二
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

判
定
書

ニ
ハ
理
由
ヲ
付
シ
テ
之
ヲ
請
求
人
及
対
手
人
二
交
付
ス
ヘ
シ

第
三
十
四
条

第
十
八
条
、
第
二
十
三
条
第

一
項
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
七
条
、
第
二

十
八
条
、
第
二
十
九
条
第

一
項
、
第
三
十

一
条
ノ
規
定
二
違
背
シ
タ
ル
鉱
業
権

者

ハ
五
円
以
上
五
十
円
以
下
ノ
罰
金
二
処
す

前
項
ノ
処
分

ハ
農
商
工
部
大
臣
ヲ
行
フ

附
則

第
二
十
五
条

本
令

ハ
鉱
業
法
施
行
ノ
日
ヨ
リ
施
行
ス

附
則

(明
治
四
十

一
年
二
月
統
監
府
告
示
第
十
九
号
ノ
附
則
)

本
令

ハ
隆
熈
二
年
三
月

一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
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附
則

(明
治
四
十

一
年
統
監
府
告
示
第
百
九
号

ノ
附
則
)

本
令
ハ
隆
熈
二
年
人
月

一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

本
令
施
行
前
二
提
出
シ
タ
ル
鉱
業
権
ノ
売
買
譲
与
又

ハ
該
抵
当
権
設
定
請
願
ハ
第
二
十
二

条
第

一
項
ノ
規
定
二
依
ル
登
録
請
求
者
ト
見
做
ス

鉱
山
懇
話
会
編
纂
『
鉱
業
法
令
』
鉱
山
懇
話
会
、

一
九

一
四
年
、
二
五
五
～
二
六
五
頁
。

⑫

『砂
鉱
採
取
法
』
(明
治
三
九
年
七
月
二
九
日
統
監
府
告
示
第
七
二
号
)

改
正

(明
治
四
十
年
八
月
告
示
第

一
〇
五
号

明
治
四
十

一
年
五
月
告
示
第
七
十
号

明
治
四

十

一
年
七
月
告
示
第

一
〇
八
号
)

第

一
条

鉱
業
法
施
行
細
則
第
二
条
乃
至
第
七
条
ノ
規
定

ハ
砂
鉱
採
取
業
二
之
ヲ
準
用
ス

第
二
条

鉱
業
法
施
行
細
則
第
八
条
ノ
規
定

ハ
砂
鉱
採
取
業

二
之
ヲ
準
用
ス
但
シ
鉱
床
説

明
書
、
理
由
書
又
ハ
標
品
ノ
提
出
ヲ
要
セ
ス

第
三
条

前
条
ノ
願
書
ハ
書
留
郵
便
ヲ
以
テ
差
出
ス

ヘ
シ

第
四
条

鉱
業
法
施
行
細
則
第
十

一
条
乃
至
第
十
三
条
ノ
規
定

ハ
砂
鉱
採
取
業
二
之
ヲ
準

用
ス

第
五
条

第
二
条
ノ
出
願
ヲ
為
ス
者

ハ
左
ノ
手
数
料
ヲ
納
付
ス
ヘ
シ

一

採
取
出
願

毎

一
件

五
十
円

二

採
取
出
願
地
ノ
訂
正
願

三

増
区
又
ハ
増
減
区
願

毎

一
件

減
区
願

毎

一
件

採
取
許
可
区
ノ
訂
正
、
合
併
、
分
割
願

増
区
又
ハ
増
減
区
願

毎

一
件

合
併
又
ハ
分
割
願

毎

一
件

減
区
願

毎

一
件

三
十
円

十
円

三
十
円

二
十
円

十
円

前
項

第

一
号

ノ
出

願

二
付

テ

ハ
河
床

二
在

リ

テ

ハ
百

町
毎

二
其

ノ
他

二
在

リ
テ

ハ
十

万

坪
毎

二
一
件
分
ノ
手
数
料
ヲ
納
付
ス
ヘ
シ
但
シ
百
町
未
満
又
ハ
十
万
坪
未
満

ハ
百
町
又

ハ
十
万
坪
ト
見
做
ス

第

一
項
第
二
号
及
第
三
号
ノ
増
区
及
増
減
区
願
二
付
テ
ハ
其
ノ
増
加
ノ
部
分
ノ
ミ
ニ
付

前
二
項
ノ
手
数
料
ヲ
納
付
ス
ヘ
シ

第
六
条

鉱
業
法
施
行
細
則
第
十
七
条
乃
至
第
十
九
条
ノ
規
定

ハ
砂
鉱
採
取
業
二
之
ヲ
準

用
ス
但
シ
登
録
手
数
料
額

ハ
前
条
第

一
項
第

一
号
第
三
号
、
第
二
項
及
第
三
項

ノ
規
定
二
依
ル
出
願
手
数
料
額
二
同
シ

第
七
条

左
ノ
場
合

二
於
テ
ハ
願
書
又
ハ
届
書
ヲ
受
理
セ
ス

一

第
二
条
及
鉱
業
法
施
行
細
則
第
二
十
二
条
ヲ
準
用
セ
ル
第
九
条
ノ
規
定
二
違
背
シ

願
書
或

ハ
請
求
書

二
図
面
又
ハ
承
諾
書
若

ハ
之
二
代

ハ
ル
ヘ
キ
書
面
ヲ
添
付
セ
サ

ル
ト
キ

二

第
三
条
ノ
規
定

二
違
背
シ
書
留
郵
便
ヲ
以
テ
差
出
サ
サ
ル
ト
キ

三

鉱
業
法
施
行
細
則
第
十
三
条
ヲ
準
用
セ
ル
第
四
条
ノ
規
定

二
違
背
シ
決
議
書
又
ハ

之

二
代

ハ
ル
ヘ
キ
書
面
ヲ
添
付
セ
サ
ル
ト
キ

四

手
数
料
ヲ
納
付
セ
サ
ル
ト
キ

第
八
条

左
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
願
書
、
請
求
書
又
ハ
届
書
ヲ
却
下
ス

実
地
調
査
ノ
際
出
願
人
力
其
ノ
出
願
二
係
ル
区
域
ヲ
明
示
シ
能

ハ
サ
ル
カ
又

ハ
調

査
事
項
二
付
相
当
ノ
説
明
ヲ
為
ス
能

ハ
サ
ル
ト
キ

出
願
人
ノ
指
示
ス
ル
区
域
力
願
書
二
添
付
シ
テ
ル
図
書
ヲ
著
シ
ク
相
違
ス
ル
ト
キ

鉱
業
法
施
行
細
則
第
六
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
セ
ル
第

一
条
ノ
規
定

二
基
ク
命
令
ノ
期

限
内

二
修
正
若

ハ
補
充
ヲ
為
サ
サ
ル
ト
キ

鉱
業
法
施
行
細
則
第
十
八
条
第
二
項
ノ
規
定
ヲ
準
用
セ
ル
第
六
条
ノ
規
定

二
依
ル

命
令
ノ
期
日
二
立
会
セ
サ
ル
ト
キ

鉱
業
法
施
行
細
則
第
十
九
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
セ
ル
第
六
条
ノ
期
限
内

二
登
録
手
数
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料
ヲ
納
付
セ
サ
ル
ト
キ

第
九
条

鉱
業
法
施
行
細
則
第
二
十
二
条
乃
至
二
十
五
条
第
二
十
九
条
乃
至
第
三
十
三
条

ノ
規
定

ハ
其
ノ
手
数
料
額
二
関
シ
左

二
掲
ク
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
外
砂
鉱
採
取
業
二

之
ヲ
準
用
ス

(削
除
)

採
取
権
譲
渡
ノ
登
録
請
求

五
十
円

採
取
権
ノ
相
続
届

五
十
円

(削
除
)

抵
当
権
設
定
登
録
請
求

抵
当
権
者
ノ
請
求
権
承
継
出
願

測
量
又
ハ
調
査
請
求

判
定
請
求

採
取
許
可
状
再
下
付
請
求

採
取
許
可
区
図
謄
本
下
付
請
求

第
十
条

鉱
業
法
施
行
細
則
第
十
八
条
、

一二三四五六七八九十

五
十
円

五
十
円

二
十
円

三
十
円

十
円

二
十
円

第
二
十
三
条
第

一
項
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十

九
条
第

一
項
及
第
三
十

一
条
ノ
規
定

二
準

シ
為
ス
ヘ
キ
行
為
ヲ
為
サ
サ
ル
採
取

権
者

ハ
五
円
以
上
五
十
円
以
下
ノ
罰
金
二
処
ス

前
項
ノ
処
分
ハ
農
商
工
部
大
臣
之
ヲ
行
フ

附
則

第
十

一
条

本
令

ハ
砂
鉱
採
取
法
施
行
ノ
日
ヨ
リ
施
行
ス

附
則

(明
治
四
十

一
年
七
月
告
示
第

一
〇
九
号
ノ
附
則
)

本
令

ハ
隆
熈
二
年
八
月

一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

本
令
施
行
前

二
提
出
シ
タ
ル
砂
鉱
採
取
権
ノ
売
買
、
譲
渡
又
ハ
抵
当
権
設
定
請
願

ハ
第
九

条

二
依
ル
登
録
請
求
者
ト
見
做
ス

前
掲
鉱
山
懇
話
会
編
纂

『鉱
業
法
令
』
二
八
六
～
二
九
三
頁
。

『福
岡
日
日
新
聞
』
一
九
一
三
年
三
月
二
三
日
。

前
掲

『朝
鮮
鉱
業
会
誌

第
六
巻
』
一
八
頁

前
掲

『筑
豊
石
炭
鉱
業
組
合
会
月
報

第
百
八
号
』
七
六
頁
。

尾
山
尚
治

「朝
鮮
鉱
業
振
興
策
の
根
本
問
題
に
就
い
て
」
前
掲

『
朝
鮮
鉱
業
会
誌

第

三
巻
』
七
五
～
七
九
頁
。

前
掲

『朝
鮮
鉱
業
会
誌

第
三
巻
』
五
五
二
頁
。

近
藤
忠
三
『朝
鮮
の
鉱
業
』
朝
鮮
新
書
、

一
九
四
三
年
。
三
二
頁
。

前
掲

『筑
豊
石
炭
鉱
業
会
月
報

第
百
六
拾
六
号
』
三

一
頁
。

現
代
の
韓
国
語
の
な
か
に

「

(ノ
ダ
ジ
)
と
い
う
名
詞
が
あ
る
。
そ
の
意
味
は

「採
掘
し
よ
う
と
し
た
鉱
物
の
鉱
脈
が
見
付
か
っ
た
こ
と
」
が
そ
の

一
つ
で
あ
る
。
し

か
し
本
来
の
語
源
は
採
掘
し
た
金
を
外
国
人
が
触
れ
な
い
よ
う
に

「
N
O
 
T
O
U
C
H

」
と

言
っ
た
こ
と
を
朝
鮮
人
は

「ノ
ダ
ジ
」
と
聞
こ
え
、
現
在
の
意
味
に
変
わ
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。

前
掲
『筑
豊
石
炭
鉱
業
会
月
報

第
百
六
拾
六
号
』
三
二
頁
。

朝
鮮
総
督
府
殖
産
局

『朝
鮮
の
石
炭
鉱
業
』
行
政
学
会
印
刷
所
、

一
九
二
九
年
、
四

一

頁
。

前
掲
近
藤
『
朝
鮮
の
鉱
業
』
一
一
三
頁
。

平
壌
商
工
会
議
所

『
平
壌
無
煙
炭
資
料
集
成
』
平
壌
商
工
会
議
所
、

一
九
四
二
年
、
三

頁
。

前
掲
朝
鮮
総
督
府
殖
産
局
『朝
鮮
の
石
炭
鉱
業
』
六
二
～
六
三
頁
。

前
掲
『
筑
豊
石
炭
鉱
業
会
月
報

第
九
十
八
号
』
五
二
二
頁
。

前
掲
『
筑
豊
石
炭
鉱
業
会
月
報

第
壱
百
六
拾
六
号
』
八
六
頁
。

前
掲
朝
鮮
総
督
府
殖
産
局
『
朝
鮮
の
石
炭
鉱
業
』
五
〇
頁
。
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同
上

「韓
国
の
撫
順
炭
需
要
」
前
掲

『筑
豊
石
炭
鉱
業
組
合
月
報

第
六
九
号
』
六
九
頁
。

「撫
順
炭
の
韓
国
販
路
」
(『満
洲
日
日
新
聞
』
一
九
〇
九
年
三
月

一
七
日
)。

拙
稿

「南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
撫
順
炭
鉱
の
経
営
活
動
-
創
業
か
ら
第

一
次
世
界
大

戦
期
ま
で
を
中
心
と
し
て
ー
」
『
エ
ネ
ル
ギ
ー
史
研
究

-
石
炭
を
中
心
と
し
て
ー

第

一
七
号
』
二
〇
〇
二
年
、

一
四
三
頁
を
参
照
せ
よ
。

鈴
木
哲
朗

「朝
鮮
鉱
業
の
趨
勢
」
前
掲

『朝
鮮
鉱
業
会
誌

第
六
巻
』
二
五
-
二
六
頁
。
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